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㞠⏝ᙧែのᴫἣ労働組ྜの組⧊≧ἣ 
 

１ 㞠⏝ᙧែのᴫἣ 

 ⥲ົ┬⤫ィᒁࡀᅄ༙ᮇࡿ࠸࡚ࡵࡲࡈປാຊㄪᰝヲ⣽㞟ィࠕࡢ௧㸰ᖺ

7㹼9᭶ᖹᆒࠖࠊࡿࡼṇつࡢປാ⪅ᩘ㸦⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ㸧3,537ࡣேࠊ㠀ṇ

つࡢປാ⪅ᩘ㸦⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ㸧2,064ࡣே࡛ࠊࡾ࠶ປാ⪅ᩘࡿࡅ࠾㠀ṇ

つࡢປാ⪅ᩘࡢྜ36.9ࡣ㸣ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

 㠀ṇつປാ⪅ࢺ࣮ࣃࠊࡕ࠺ࡢཬ1,456ࡣᩘࡢࢺࣂࣝࡧேࠊປാ⪅ὴ㐵

ᴗᡤࡢὴ㐵♫ဨ132ࡣேࠊዎ⣙♫ဨཬࡧკク393ࡣேࡢࡑࠊ83ே࡞
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㸷ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,812 1,152 945 638 307 - 77 23

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,794 1,173 986 657 329 - 76 24

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,688 1,225 1,024 686 338 - 75 25

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,630 1,273 1,078 719 359 33 74 26

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,640 1,360 1,152 769 382 45 73 27

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,489 1,451 1,053 718 336 43 230 125 71 29

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,444 1,504 1,089 748 342 50 236 129 70 30

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,410 1,564 1,096 763 333 85 255 128 69 31

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,375 1,634 1,120 780 340 106 279 129 67 33

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,415 1,678 1,126 793 333 128 284 141 67 33

��ࠉࠉᖺᖹᆒ 3,449 1,735 1,166 824 342 133 299 137 67 33

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,410 1,765 1,155 824 331 140 322 148 66 34

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,395 1,727 1,156 817 339 108 323 140 66 34
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��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,317 1,986 1,370 964 405 127 406 84 63 37

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,367 2,023 1,403 988 415 133 406 81 63 37

��ࠉࠉᖺᖹᆒ 3,423 2,036 1,414 997 417 134 411 78 63 37

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,476 2,120 1,490 1,035 455 136 414 80 62 38

௧ඖᖺᖹᆒ 3,494 2,165 1,519 1,047 472 141 419 86 62 38

㸰ᖺ�㹼�᭶ᖹᆒࠉࠉ 3,508 2,153 1,524 1,049 475 143 401 85 62 38

�㹼�᭶ࠉࠉࠉࠉ 3,543 2,036 1,408 989 419 137 402 89 64 36

��㹼ࠉࠉࠉࠉ᭶ 3,537 2,064 1,456 1,014 442 132 393 83 63 37
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２ 労働組ྜの組⧊≧ἣ 

  ௧2ᖺ6᭶30᪥⌧ᅾࡢᅜࡢປാ⤌ྜᩘ㸦ͤ㸯㸧49,098ࡣ⤌ྜ㸦๓ᖺ49,925

⤌ྜ㸧ࠊປാ⤌ྜဨᩘ㸦ͤ㸰㸧10,115,447ࡣ㸦๓ᖺ10,087,915ே㸧ࠊ᥎ᐃ⤌⧊

⤌ࠊῶᑡࡢྜ⤌827࡛ᩘྜ⤌ࡾࡼ๓ᖺࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞㸦๓ᖺ16.7%㸧%17.1ࡣ⋠

ྜဨᩘ࡛27,532ேࡢቑຍࠊ᥎ィ⤌⧊⋡࡛0.4ࡢࢺ࣏ࣥቑຍࠋࡓࡗ࡞㸦ཌ⏕ປാ

┬ㄪ㸧 

 ┴ෆࡢປാ⤌ྜᩘ㸦ͤ㸯㸧297ࡣ⤌ྜ㸦๓ᖺ303⤌ྜ㸧ࠊປാ⤌ྜဨᩘ㸦ͤ㸰㸧 

41,067ே㸦๓ᖺ41,622ே㸧ࠊ᥎ᐃ⤌⧊⋡㸦ͤ㸱㸧11.1ࡣ㸣㸦๓ᖺ11.1㸣㸧࡞

᥎ࠊῶᑡࡢဨᩘ࡛555ேྜ⤌ࠊῶᑡࡢྜ⤌6ࡣᩘྜ⤌࡚ࡋẚ㍑๓ᖺࠊࡾ࠾࡚ࡗ

ᐃ⤌⧊⋡ࡣ๓ᖺࠋࡓࡗ࡞್ྠ㸦ͤ㸲㸧 

 ⏘ᴗูࠊࡿࡳປാ⤌ྜᩘ࡛ࡣ〇㐀ᴗ57ࡀ⤌ྜ㸦19.2㸣㸧࡛᭱ࡶከࠊࡃḟ

࡚ࡗ࡞㡰ࡢ㸦10.8㸣㸧ྜ⤌32ࡀ㐠㍺ᴗ࣭㒑౽ᴗࠊ㸦15.5㸣㸧ྜ⤌46ࡀබົ

 ࠋࡿ࠸

 ປാ⤌ྜဨᩘ࡛ࡣ〇㐀ᴗ9,884ࡀே㸦24.1㸣㸧࡛᭱ࡶከࠊࡃḟබົ7,473ࡀ

ே㸦18.2㸣㸧ࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭᴗ5,400ࡀே㸦13.1㸣㸧ࡢ㡰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ 

㸦┴⏘ᴗປാ㒊ປᨻ㞠⏝ㄢㄪ㸧㸦ͤ㸳㸧 

ͤ㸯 ᅜཬࡧ┴ෆࡢປാ⤌ྜᩘࠊࡣ༢⤌⧊⤌ྜཬࡧ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢୗ㒊⤌⧊࡛ࡿ࠶༢

 ࡢࡶࡓࡋ㞟ィ࡚ࡋྜ⤌1ࢀࡒࢀࡑࢆྜ⤌ᢅ

 ࣭༢⤌⧊⤌ྜ㸸つ⣙ୖປാ⪅ࡀᙜヱ⤌⧊ಶேຍධࡿࡍᙧᘧࡢࡑࠊࡘࠊࡾࢆෆ㒊

 ࠋ࠺࠸ࢆྜ⤌ປാ࠸࡞ࡓᣢࢆୗ㒊⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࡿᚓ࠸⾜ࢆάືࡢ⮬⊃

 ࣭༢୍⤌⧊⤌ྜ㸸つ⣙ୖປാ⪅ࡀᙜヱ⤌⧊ಶேຍධࡿࡍᙧᘧࡢࡑࠊࡘࠊࡾࢆෆ㒊

ୗ㒊⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࢆ᭷ࡿࡍປാ⤌ྜࠋ࠺࠸ࢆ 

 ࣭༢ᢅ⤌ྜ㸸༢୍⤌⧊⤌ྜ᭱ࡢୗ㒊ࡢ⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࠋ࠺࠸ࢆ 

ͤ㸰 ᅜཬࡧ┴ෆࡢປാ⤌ྜဨᩘࠊࡣ༢⤌⧊⤌ྜཬࡧ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢୗ㒊⤌⧊࡛ࡿ࠶༢

ᢅ⤌ྜࡢ⤌ྜဨᩘࠊ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢᮏ㒊ཬࡧ㐃ྜᢅ⤌ྜ┤ᒓࡿࡍ⤌ྜဨᩘࢆ㞟ィࡋ

 ࠋࡿࡍᏑᅾࡀဨྜ⤌ࡢᮏ㒊࠸࡞࠸࡚ࡋᒓ⧊⤌ୗ㒊ࠊࡣྜ⤌⧊⤌༢୍ࠋࡢࡶࡓ

ͤ㸱 ┴ෆࡢ᥎ᐃ⤌⧊⋡ࠊࡣປാ⤌ྜဨᩘࢆ᥎ᐃ㞠⏝⪅ᩘ࡛㝖ࠊࡾ࠶್࡛ᩘࡓࡋḟࡢ᪉ἲ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋฟ⟭ࡾࡼ

  ࣭ᖹᡂ26ᖺ⤒῭ࢫࢧࣥࢭᇶ♏ㄪᰝࡿࡼ┴ෆࡢ㞠⏝⪅ᩘ㸻349,674ே㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ձ 

  ࣭㞠⏝⪅ఙࡧ⋡㸻௧2ᖺ6᭶ࡢᅜࡢ㞠⏝⪅ᩘ¹ᖹᡂ26ᖺ6᭶ࡢᅜࡢ㞠⏝⪅ᩘ 

         㸻59,290,000 ¹ 56,170,000 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ղ 

  ࣭௧2ᖺᮏ┴ࡢ᥎ᐃ㞠⏝⪅ᩘ㸻ձ�ղ㸻369,097ே㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ճ 

  ࣭௧2ᖺ᥎ᐃ⤌⧊⋡㸻௧2ᖺປാ⤌ྜဨᩘ¹ճ�100㸻11.1% 

ͤ㸲 ┴ෆࠕࡢປാ⤌ྜᩘࠖཬࠕࡧປാ⤌ྜဨᩘࠖࡢ㐣ཤࡢࡽ᥎⛣ࢆࢪ࣮࣌3ࡣ࡚࠸ࡘཧ↷ 

ͤ㸳 ┴ෆࡢ⏘ᴗูࠕࡢປാ⤌ྜᩘࠖཬࠕࡧປാ⤌ྜဨᩘࠖࡢෆヂࢆࢪ࣮࣌4ࡣ࡚࠸ࡘཧ↷ 
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༊分 ᥎ᐃ

年次 ᣦ数 ᣦ数 ⤌⧊⋡

和35年 359 80.1 38㻘055 64.1 - - -

　　40年 365 81㻚5 48㻘728 82㻚1 - - -

45年 421 94㻚0 52㻘406 88㻚3 - - -

50年 494 110㻚3 55㻘333 93㻚2 - - -

55年 525 117㻚2 57㻘209 96㻚4 - - -

60年 499 111.4 59㻘410 100.1 - - -

ᖹᡂ2年 495 110㻚5 60㻘852 102㻚5 - - -

3年 497 110㻚9 61㻘343 103㻚3 -  2  491

4年 496 110㻚7 62㻘004 104㻚5 - 䕧 1  661

5年 497 110㻚9 62㻘508 105㻚3 -  1  504

6年 487 108㻚7 61㻘344 103㻚3 - 䕧 10 䕧 1㻘164

7年 485 108㻚3 62㻘096 104.6 - 䕧 2  752

8年 481 107㻚4 62㻘082 104.6 - 䕧 4 䕧 14

9年 479 106㻚9 61㻘958 104.4 - 䕧 2 䕧 124

10年 464 103㻚6 60㻘647 102㻚2 - 䕧 15 䕧 1㻘311

11年 458 102㻚2 59㻘136 99㻚6 - 䕧 6 䕧 1㻘511

12年 448 100.0 59㻘362 100.0 - 䕧 10  226

13年 446 99㻚6 57㻘912 97㻚6 - 䕧 2 䕧 1㻘450

14年 444 99㻚1 55㻘815 94㻚0 - 䕧 2 䕧 2㻘097

15年 438 97㻚8 54㻘835 92㻚4 - 䕧 6 䕧 980

16年 432 96㻚4 53㻘957 90㻚9 - 䕧 6 䕧 878

17年 405 90㻚4 53㻘586 90㻚3 - 䕧 27 䕧 371

18年 390 87㻚1 52㻘789 88㻚9 - 䕧 15 䕧 797

19年 381 85㻚0 52㻘337 88㻚2 - 䕧 9 䕧 452

20年 377 84㻚2 52㻘280 88.1 注㻔1㻕 15㻚5 䕧 4 䕧 57

21年 369 82㻚4 51㻘456 86㻚7 14.6 䕧 8 䕧 824

22年 361 80.6 50㻘840 85㻚6 14.4 䕧 8 䕧 616

23年 356 79㻚5 50㻘210 84.6 注㻔2㻕 14㻚1 䕧 5 䕧 630

24年 346 77㻚2 49㻘016 82㻚6 13㻚7 䕧 10 䕧 1㻘194

25年 337 75㻚2 47㻘542 80.1 13㻚2 䕧 9 䕧 1㻘474

26年 337 75㻚2 46㻘617 78㻚5 13㻚3 0 䕧 925

27年 334 74㻚6 46㻘017 77㻚5 13㻚0 䕧 3 䕧 600

28年 327 73㻚0 45㻘043 75㻚9 12㻚6 䕧 7 䕧 974

29年 324 72㻚3 43㻘760 73㻚7 12㻚0 䕧 3 䕧 1㻘283

30年 319 71㻚2 43㻘320 73㻚0 11㻚7 䕧 5 䕧 440

令和ඖ年 303 67㻚6 41㻘622 70㻚1 11.1 䕧 16 䕧 1㻘698

　　２年 297 66㻚3 41㻘067 69㻚2 11.1 䕧 6 䕧 555

出䠖ᒣ┴䛂労働⤌ྜᇶ♏ㄪᰝ䛃

注㻔1㻕　᥎ᐃ⤌⧊⋡䜢᥎計䛩䜛㝿に用いてき䛯䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃がᖹᡂ21年䜘䜚䛂経῭セ䞁

　　　䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃に⤫ྜ䛥䜜䛯䛯䜑、ᖹᡂ20年は䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃、ᖹᡂ21年௨㝆は

　　　䛂経῭セ䞁䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃䜢用䛧、⟬出䛧てい䜛䚹

　　　　䛺䛚、䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃䛸䛂経῭セ䞁䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃のㄪᰝ⤖ᯝはᕪ␗が生䛨てい

　　　䜛が䡠総務┬では、ㄪᰝ手ἲが␗䛺䜛䛣䛸䛛ら、ㄪᰝ⤖ᯝのᕪ␗が全て増ຍ・減ᑡ䜢♧䛩䜒の

　　　では䛺い䛸䛧てい䜛䚹
注㻔2㻕　ᖹᡂ23年の᥎ᐃ⤌⧊⋡は、ᖹᡂ24年4月に総務┬⤫計ᒁ䛛らබ⾲䛥䜜䛯䛂労働ຊㄪᰝに
　　　 䛚䛡䜛ᮾ日ᮏ㟈⅏にక䛖⿵᥎計䛃のᖹᡂ23年6月分の᥎計್䜢用いて計⟬䛧䛯್で䛒
　     　䜛䚹　　

┴内の労働⤌ྜ数ཬ䜃労働⤌ྜဨ数の᥎⛣

ᣦ数䠖ᖹᡂ１２年䠙１䠌䠌

⤌ ྜ 数 ⤌ ྜ ဨ 数 ᑐ ๓ 年 増 減

⤌ྜ数 ⤌ྜဨ数
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⤌　ྜ　数 令和２年6月30日現在

⏘　業

〇㐀業 57 19㻚2㻑

බ務 46 15㻚5㻑

㐠㍺業、㒑౽業 32 10㻚8㻑

༺業、ᑠ業 28 9㻚4㻑

Ꮫ⾡◊✲、ᑓ㛛・ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇業・生ά関㐃
䝃䞊䝡䝇業、ፗᴦ業・」ྜ䝃䞊䝡䝇事業・䝃䞊
䝡䝇業（他に分㢮䛥䜜䛺い䜒の）

28 9㻚4㻑

ᩍ育、Ꮫ⩦ᨭ業 25 8㻚4㻑

་⒪、福♴ 24 8㻚1㻑

金⼥、保険業・ື⏘業、≀ရ賃㈚業 20 6㻚7㻑

ᘓタ業 12 4㻚0㻑

ሗ㏻ಙ業 9 3㻚0㻑

㟁Ẽ・䜺䝇・⇕౪給・Ỉ㐨業 7 2㻚4㻑

ᐟἩ業、㣧㣗䝃䞊䝡䝇業 4 1㻚3㻑

㎰業・ᯘ業・⁺業 3 1㻚0㻑

㖔業、᥇▼業、◁利᥇ྲྀ業 1 0㻚3㻑

分㢮⬟の⏘業 1 0㻚3㻑

ྜ計 297 100㻚0㻑

⤌　ྜ　ဨ　数

⏘　業

〇㐀業 9㻘884 24㻚1㻑

බ務 7㻘473 18㻚2㻑

ᩍ育、Ꮫ⩦ᨭ業 5㻘400 13㻚1㻑

༺業、ᑠ業 3㻘686 9㻚0㻑

金⼥、保険業・ື⏘業、≀ရ賃㈚業 3㻘666 8㻚9㻑

་⒪、福♴ 2㻘824 6㻚9㻑

Ꮫ⾡◊✲、ᑓ㛛・ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇業・生ά関㐃
䝃䞊䝡䝇業、ፗᴦ業・」ྜ䝃䞊䝡䝇事業・䝃䞊
䝡䝇業（他に分㢮䛥䜜䛺い䜒の）

2㻘355 5㻚7㻑

ᘓタ業 2㻘049 5㻚0㻑

㐠㍺業、㒑౽業 1㻘846 4㻚5㻑

㟁Ẽ・䜺䝇・⇕౪給・Ỉ㐨業 844 2㻚1㻑

ሗ㏻ಙ業 835 2㻚0㻑

ᐟἩ業、㣧㣗䝃䞊䝡䝇業 121 0㻚3㻑

㎰業・ᯘ業・⁺業 40 0㻚1㻑

㖔業、᥇▼業、◁利᥇ྲྀ業 27 0㻚1㻑

分㢮⬟の⏘業 17 0㻚1㻑

ྜ計 41㻘067 100㻚0㻑

䈜　ᵓᡂẚは、ᑠ数Ⅼ௨ୗ➨2䜢➃数処⌮䛧てい䜛䛯䜑、ྜ計は

　ᚲ䛪䛧䜒100䛸は䛺ら䛺い䚹
出䠖ᒣ┴䛂労働⤌ྜᇶ♏ㄪᰝ䛃

⤌ྜ数 ᵓᡂẚ㻔㻑㻕

⤌ྜဨ数 ᵓᡂẚ㻔㻑㻕

┴内の⏘業ู労働⤌ྜ数ཬ䜃労働⤌ྜဨ数の≧ἣ
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第１章 労働委員会のᴫせ 

 

第１⠇ 組  ⧊  ➼ 
 
 
１ 労働委員会 
 
 ປാጤဨࠊࡣ୰❧࣭බṇ࡞❧ሙ࡛ປ㛫ࡢ⣮தゎỴࢆᅗࠊࡵࡓࡿᆅ᪉⮬

ἲཬࡧປാ⤌ྜἲᇶ࡙┴࡚࠸タ⨨ࡓࢀࡉ⾜ᨻᶵ㛵࡛ࠋࡿ࠶ 

 ປാጤဨࡢጤဨࠊࡣබ┈ࢆ௦⾲ࡿࡍ⪅㸦බ┈ጤဨ㸧ࠊປാ⪅ࢆ௦⾲ࡿࡍ⪅

㸦ປാ⪅ጤဨ㸧ཬࡧ⏝⪅ࢆ௦⾲ࡿࡍ⪅㸦⏝⪅ጤဨ㸧ྛ ᩘ 5 ィࡢྡ 15 ྡ࡛ᵓ

ᡂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 ປാ⪅ጤဨࡣປാ⤌ྜࠊ⏝⪅ጤဨࡣ⏝⪅ᅋయࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁ௵ࠋࡿࢀࡉ

බ┈ጤဨࡣ⏝⪅ጤဨཬࡧປാ⪅ጤဨྠࡢពࢆᚓ࡚▱ࡀ௵ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 ྛጤဨࡣ▱ࡀ௵ࠊࡋ௵ᮇࡣ 2 ᖺࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞௵ࢆጉࠋ࠸࡞ࡆ 

 
 
２ 委員 
  
 ➨ 43 ᮇጤဨࡣ௧ඖᖺ 7 ᭶ 1 ᪥௵ࠊࢀࡉ௵ᮇࡣ 2 ᖺ࡛ࠋࡿ࠶ 
 

➨㸲㸱ᮇᒣ┴ປാጤဨጤဨྡ⡙ 
 ⌮㛗௦ۑ  㛗۔                         

Ặྡࠉࠉ ⫋ᴗ࣭ᙺ⫋ ഛ⪃

ṇẎࠉᑠ㔝۔ ᘚㆤኈ ௵

�ᑑேࠉᇼෆۑ ᘚㆤኈ ᪂௵

ᖾỤࠉ㉥ụࠉ ≉ᐃ♫ಖ㝤ປົኈ ௵

ஓဴࠉ⏣❑ࠉ බㄆィኈ ᪂௵

㞞௦ࠉ⸩㰻ࠉ ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ ௵

㞝ࠉⴗཎࠉ 㐃ྜᒣ㛗 ௵

Ύࠉ⏣❑ࠉ 㐃ྜᒣົᒁ㛗 ௵

Ꮥ୍ࠉᮡཎࠉ 㹒㹂㹉ປാ⤌ྜ⏥ᗓᨭ㒊㛗 ᪂௵

ⱱࠉᆤࠉ 㹌㹒㹒ປാ⤌ྜᮾி⥲ᨭ㒊ᒣ┴ᇦศᨭ㒊㛗 ௵

୕❲ࠉᐑୗࠉ ᐩኈᛴ⾜ປാ⤌ྜᇳ⾜ጤဨ㛗 ᪂௵

㶾ࠉᑠᯘࠉ ᒣ┴⤒Ⴀ⪅༠ཧ ௵

⢭୕ࠉᑠಛࠉ �᭷�ᑠಛ〇సᡤ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᪂௵

ᶞ┤ࠉᰩᒣࠉ �ᰴ�ᰩᒣၟᗑ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ௵

ṇᙪࠉ㛗ᆏࠉ �ᰴ�࣮࣡ࢩ࣭࣮ࢩ࣭௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ௵

ᙪဴࠉᒇྂࠉ �බ㈈㸧⏘ᴗ㞠⏝Ᏻᐃ࣮ࢱࣥࢭᒣົᡤᡤ㛗 ௵

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ

බ

┈

ጤ

ဨ

ປ

ാ

⪅

ጤ

ဨ



⏝
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 ⪅⿵員ೃࢇせࡗ࠶ ３
 
 ປാጤဨࠊࡣປാத㆟ࡢබṇ࡞ㄪᩚࢆᅗࠊࡵࡓࡿປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 10 ᮲ࡢ

ᐃࢇࡏࡗ࠶ࠕࡾࡼࡵဨೃ⿵⪅ࠖࢆጤკࡢࡑࠊࡋೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆഛࠊ࠼㛵ಀᙜ

࠺ࡼࡋࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢປാத㆟ࡀປാጤဨ࡚࠸ᇶ࡙ᶒ⫋ࡣㄳཪ⏦ࡢࡽ⪅

ࢇࡏࡗ࠶࡚ࡋᣦྡࡀ㛗ࡽ୰ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕⡙ྡࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡍ

ᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡏࡽࡓປാጤဨྠࡢពࢇࡏࡗ࠶ࡤࢀ࠶ࡀဨೃ⿵⪅ྡ⡙グ㍕

ࢇࡏࡗ࠶ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍጤკဨࢇࡏࡗ࠶⮫ࢆ⪅࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

ဨೃ⿵⪅ࡣ⌧ጤဨࠊࡢົᒁ⫋ဨࡢ୰ࡶࡽጤკࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

 ဨೃ⿵⪅ྡ⡙ࢇࡏࡗ࠶

Ặྡࠉࠉ ᙺࠉࠉࠉࠉࠉ⫋ ጤკᖺ᭶᪥

ᑠ㔝ࠉṇẎ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ᇼෆࠉᑑே ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

㉥ụࠉᖾỤ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ஓဴࠉ⏣❑ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

㰻⸨ࠉ㞞௦ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ⴗཎࠉ㞝 ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

Ύࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

ᮡཎࠉᏕ୍ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

ᆤࠉⱱࠉ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

ᐑୗࠉ❳୕ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

ᑠᯘࠉ㶾 ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ᑠಛࠉ⢭୕ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ௧��������

ᰩᒣࠉ┤ᶞ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

㛗ᆏࠉṇᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ྂᒇဴࠉᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ᑠ㔝ࠉ┾ዉ⨾ᒣ┴ປാጤဨົᒁ㛗 ௧��������

�ᑠಛࠉㅬ ᒣ┴ປാጤဨົᒁḟ㛗 ௧��������

ⰼᙧࠉ⨾㤶 ᒣ┴ປാጤဨົᒁᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ ௧��������

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ  
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４ 事務局 
 
 ປാጤဨ㛵ࡿࡍົࡵࡓ࠺⾜ࢆົᒁࠊࡁ⨨ࢆ▱ࡀ㛗ྠࡢពࢆᚓ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡍ௵ࢆဨ⫋ࠊࡵᐃࢆ⧊⤌ࡢࡑ࡚

 ᙜጤဨࡢົᒁࠊࡣ⧊⤌ࡢᖹᡂ 16 ᖺ 4 ᭶ࠊࡽ⥲ົᢸᙜᑂᰝㄪᩚᢸᙜࡀ

௧ࠊࡾ࡞ᑂᰝᢸᙜົ⥲ࠊࢀࡉྜ⤫ 2 ᖺᗘࡿࡅ࠾⫋ဨᩘࡣ 7  ࠋࡿ࠶࡛ྡ

 

[⤌⧊ᅗ㸦௧ 2 ᖺᗘ㸧] 
                                    
 ົᒁ㛗    ḟ㛗   ḟ㛗⿵బ    ⥲ົᑂᰝ 
     㸦ᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ົྲྀᢅ㸧       ᢸᙜ(4ྡ� 

 
 ᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ 

 

 

 

第３⠇ 㐠  Ⴀ 
 
１ 労働委員会の職務ᶒ㝈 
 
 ປാጤဨࡢ⫋ົᶒ㝈ࡣປാ⤌ྜἲ㸦ປ⤌ἲ㸧ࠊປാ㛵ಀㄪᩚἲ㸦ປㄪἲ㸧

ཬࡧᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢປാ㛵ಀ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦ᆅබປἲ㸧➼つᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣࡢࡶ࡞ࡢࡑࠊࡀ

���  ປാ⤌ྜࡢ㈨᱁ᑂᰝཬࡧỴᐃ㸦ປ⤌ἲ➨ 5 ᮲➨ 1 㡯ࠊ➨ 11 ᮲㸧 

���  ປാ༠⣙ࡢᣑᙇ㐺⏝ࡢỴ㆟㸦ປ⤌ἲ➨ 18 ᮲㸧 

���  ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭⏦❧௳ࡢᑂᰝཬุࡧᐃ㸦ປ⤌ἲ➨ 27 ᮲㸧 

���� බ┈ᴗࡿࡅ࠾த㆟⾜Ⅽண࿌㐪ᑐࡿࡍฎ⨩ㄳồ㸦ປㄪἲ➨ 42 ᮲㸧 

���  ᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢ⏝⪅ࡢ┈௦⾲⪅ࡢ⠊ᅖಀࡿㄆᐃཬࡧ࿌♧㸦ᆅබປ

ἲ➨ 5 ᮲➨ 2 㡯㸧 

���  බ┈ᴗࡿࡅ࠾த㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱ཷࡢ⌮㸦ປㄪἲ➨ 37 ᮲㸧 

���� த㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆཷࡢ⌮㸦ປㄪἲ➨ � ᮲㸧 

���� ປാத㆟ࡢㄪᩚ㸦ປ⤌ἲ➨ 20 ᮲ࠊປㄪἲ➨ 30ࠊ18ࠊ12 ᮲㸧 

���� බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤᑐࡿࡍத㆟≧ែ㛵ࡿࡍ㏻ሗ㸦⫋ᴗᏳᐃἲ➨ 20 ᮲ࠊປ

ാ⪅ὴ㐵ᴗࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢ☜ಖཬࡧὴ㐵ປാ⪅ࡢᑵᴗ᮲௳ᩚࡢഛ➼㛵

➨ ἲᚊࡿࡍ 24 ᮲㸧 

(10�   ಶูⓗປ⣮தಀࢇࡏࡗ࠶ࡿ㸦ಶูປാ㛵ಀ⣮தࡢゎỴಁࡢ㐍㛵ࡿࡍ

ἲᚊ ➨ 20 ᮲➨ 1 㡯ࠊ▱ࡢࡽጤ௵㸧 

     

  ௨ୖࠊࡕ࠺ࡢ����������ࡢ��ᶒ㝈ࡣබ┈ጤဨࡳࡢᒓࠋࡿ࠸࡚ࡋ 
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 ⪅⿵員ೃࢇせࡗ࠶ ３
 
 ປാጤဨࠊࡣປാத㆟ࡢබṇ࡞ㄪᩚࢆᅗࠊࡵࡓࡿປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 10 ᮲ࡢ

ᐃࢇࡏࡗ࠶ࠕࡾࡼࡵဨೃ⿵⪅ࠖࢆጤკࡢࡑࠊࡋೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆഛࠊ࠼㛵ಀᙜ

࠺ࡼࡋࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢປാத㆟ࡀປാጤဨ࡚࠸ᇶ࡙ᶒ⫋ࡣㄳཪ⏦ࡢࡽ⪅

ࢇࡏࡗ࠶࡚ࡋᣦྡࡀ㛗ࡽ୰ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕⡙ྡࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡍ

ᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡏࡽࡓປാጤဨྠࡢពࢇࡏࡗ࠶ࡤࢀ࠶ࡀဨೃ⿵⪅ྡ⡙グ㍕

ࢇࡏࡗ࠶ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍጤკဨࢇࡏࡗ࠶⮫ࢆ⪅࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

ဨೃ⿵⪅ࡣ⌧ጤဨࠊࡢົᒁ⫋ဨࡢ୰ࡶࡽጤკࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

 ဨೃ⿵⪅ྡ⡙ࢇࡏࡗ࠶

Ặྡࠉࠉ ᙺࠉࠉࠉࠉࠉ⫋ ጤკᖺ᭶᪥

ᑠ㔝ࠉṇẎ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ᇼෆࠉᑑே ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

㉥ụࠉᖾỤ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ஓဴࠉ⏣❑ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

㰻⸨ࠉ㞞௦ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ⴗཎࠉ㞝 ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

Ύࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

ᮡཎࠉᏕ୍ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

ᆤࠉⱱࠉ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

ᐑୗࠉ❳୕ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

ᑠᯘࠉ㶾 ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ᑠಛࠉ⢭୕ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ௧��������

ᰩᒣࠉ┤ᶞ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

㛗ᆏࠉṇᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ྂᒇဴࠉᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

ᑠ㔝ࠉ┾ዉ⨾ᒣ┴ປാጤဨົᒁ㛗 ௧��������

�ᑠಛࠉㅬ ᒣ┴ປാጤဨົᒁḟ㛗 ௧��������

ⰼᙧࠉ⨾㤶 ᒣ┴ປാጤဨົᒁᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ ௧��������

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ  
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２ 会㆟・◊ಟ 
 
 ປാጤဨࡢ㐠Ⴀྜࡣ㆟ไࡢཎ๎࡚ࡍࡽ㆟ࢆ㏻ࠋࡿࢀࢃ⾜࡚ࡌ୰ᚰ

㛤ദ࡛ࡳࡢබ┈ጤဨࠊ⥲ࡿࢀࡉ㛤ദ࡚ࡗࡼጤဨဨࡢᵓᡂ⪅୕ࡣ㆟ࡿ࡞

ປാጤဨ┦ྛࠊබ┈ጤဨ㆟ࡿࡍ⌮ฎࢆၥ㢟࡚ࡗࡼ⥆ἲⓗᡭྖ‽ࠊࢀࡉ

㛫ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡚ࡋົฎ⌮࡚࠸ࡘᚲせ୍⤫࡞ㄪᩚࢆᅗࡵࡓࡿ㛤ദࢀࡉ

 ࠋࡿ࠶ࡀ㐃⤡㆟ࡧ㐃⤡༠㆟ཬࡿ

ᅗࢆୖྥࡢᴗົฎ⌮⬟ຊࡧᚓཬ⩦ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢົᒁ⫋ဨࡧጤဨཬࠊࡓࡲ 

ົᒁ⫋ဨࡧጤဨཬಟ◊ࡢእ㒊ࠊࡶࡿࡍᐇࢆಟ◊ᐃᮇⓗࠊࡵࡓࡿ

ࡿ࠶ࡶࡢࡶࡢෆᐜࡿಟ◊ࡣᐇ㉁ⓗࡣ㆟ࠊ࠾࡞㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋὴ㐵ࢆ

➨ࠊࡀ 2  㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡋศ㢮ࢆಟ◊㆟ࡾࡼ⛠ྡࡣ࡛❶
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第２章 会㆟・◊ಟ 

 

第１⠇ ⥲  会 

 

 ⥲ࡣປാጤဨつ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵẖ᭶ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡿࢀࡉ

ᚲせᛂ࡚ࡌ⮫㛤ദࠋࡿࢀࡉ⥲࡛ࡣປാጤဨつ๎➨ 5᮲➨ 1㡯つᐃ

⥲ࠊ௰ጤဨࠊㄪጤဨࠊබ┈ጤဨ㆟ࠊࡿࡍᑂ㆟Ỵᐃࢆ㡯ࡓࢀࡉ

ࡢỴ㆟࡚ࡗࡼタ⨨ࡿࢀࡉᑠጤဨཬࢇࡏࡗ࠶ࡧဨࡢࡽሗ࿌࠸࡚ࡅཷࢆ

 ࠋࡿ

 ௧㸰ᖺ୰ࡣ➨ 1072 ᅇࡽ➨ 1083 ᅇ࡛ࡲ 12 ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣ

 

㸫 ⥲ෆᐜ୍ぴ 㸫 

㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ 
㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1072 R2. 

1.22 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1071 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸰ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ௧ඖᖺ(ಶ)➨㸱ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟ண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇࡘ

 ࡚࠸

㸵 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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第２章 会㆟・◊ಟ 

 

第１⠇ ⥲  会 

 

 ⥲ࡣປാጤဨつ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵẖ᭶ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡿࢀࡉ

ᚲせᛂ࡚ࡌ⮫㛤ദࠋࡿࢀࡉ⥲࡛ࡣປാጤဨつ๎➨ 5᮲➨ 1㡯つᐃ

⥲ࠊ௰ጤဨࠊㄪጤဨࠊබ┈ጤဨ㆟ࠊࡿࡍᑂ㆟Ỵᐃࢆ㡯ࡓࢀࡉ

ࡢỴ㆟࡚ࡗࡼタ⨨ࡿࢀࡉᑠጤဨཬࢇࡏࡗ࠶ࡧဨࡢࡽሗ࿌࠸࡚ࡅཷࢆ

 ࠋࡿ

 ௧㸰ᖺ୰ࡣ➨ 1072 ᅇࡽ➨ 1083 ᅇ࡛ࡲ 12 ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣ

 

㸫 ⥲ෆᐜ୍ぴ 㸫 

㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ 
㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1072 R2. 

1.22 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1071 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸰ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ௧ඖᖺ(ಶ)➨㸱ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟ண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇࡘ

 ࡚࠸

㸵 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ 
㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1073 R2. 

2.26 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1072 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸰ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ௧ඖᖺ(ಶ)➨㸱ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸵 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1074 R2. 

3.25 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ົฎ⌮せ㡿ࡢᨵṇ࡚࠸ࡘ                                      

㸰 ௧㸰ᖺᗘᒣ┴ປാጤဨάᛶ

 ࡚࠸ࡘᐃ⟇ࡢ⏬ィື⾜ࡢࡵࡓࡢ

㸱 ➨ 1073 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ                

㸲 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧ඖᖺ()➨㸰ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸴 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸵 ௧㸰ᖺ(ಶ)➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸶 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸷 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ ㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1075 R2. 

4.16 

(᭩㠃) 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ࢇࡏࡗ࠶ဨೃ⿵⪅ࡢጤკཬࡧゎ௵

 ࡚࠸ࡘ

㸰 ➨ 1074 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧ඖᖺ()➨㸰ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸵 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1076 R2. 

5.25 

(᭩㠃) 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1075 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ ㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1077 R2. 

6.24 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1076 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧ඖᖺ(ㄪ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ୰ປጤᖹᡂ29ᖺ()➨ 29ྕᙜປ

ാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ 

㸴 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1078 R2. 

7.22 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ௧ 2 ᖺಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮ไᗘ

 ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࿘▱᭶㛫ࡿಀ

㸰 ➨ 1077 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ➨ 144 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕

⪅㐃⤡༠㆟➼ࡢᴫせሗ࿌࡚࠸ࡘ 

㸴 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1079 R2. 

8.26 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᆤ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ᳨࣮ࣝࣝࢡ࣮࣡ࠕᐃ ᚋࡢࠖ⛅2020࣭

ྡ⩏ࡢ⏝チྍ࡚࠸ࡘ 

㸰 ➨ 1078 ᅇ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ(ಶ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸳 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸴 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ ㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1080 R2. 

9.23 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ௧㸰ᖺᗘ㛵ᮾᆅ༊ປ㛵ಀࢼ࣑ࢭ

࣮(10 ᭶㛤ദ)ࡢ༠㈶ྡ⩏ࡢ⏝チྍ

 ࡚࠸ࡘ

㸰 ➨ 1079 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ(ಶ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸳 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸴 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1081 R2. 

10.28 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1080 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧㸰ᖺ(ಶ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

 ࡚࠸ࡘ

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 

1082 R2. 

11.25 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ➨ 1081 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨ 1 ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧㸰ᖺ()➨ 1 ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸳 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍጤဨ ㆟㡯 

බ┈ ປാ ⏝ 

1083 R2. 

12.16 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

ⴗཎ 

❑⏣ 

ᮡཎ 

ᆤ 

ᐑୗ 

ᑠᯘ 

ᑠಛ 

ᰩᒣ 

㛗ᆏ 

ྂᒇ 

㸯 ௧㸰ᖺᗘ㛵ᮾᆅ༊ປ㛵ಀࢼ࣑ࢭ

࣮(㸰᭶㛤ദ)ࡢ༠㈶ྡ⩏ࡢ⏝チྍ

 ࡚࠸ࡘ

㸰 ➨ 1082 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ 

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

 ࡚࠸ࡘ௳

㸳 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

 ࡚࠸ࡘ

㸴 ࡢࡑࡢሗ࿌㡯➼ 
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第２⠇ බ┈委員会㆟ 

 

 බ┈ጤဨ㆟ࡣປാጤဨ࠺⾜ࡀᶒ㝈ࡕ࠺ࡢ‽ྖἲⓗᶵ⬟ࡕࢃ࡞ࡍࠊປാ⤌

ྜἲ➨ 5 ᮲ࠊ➨ 7 ᮲ࠊ➨ 11 ᮲ཬࡧ➨ 27 ᮲୪ࡧປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 42᮲ࡿࡼ

ฎศࡽࡉࠊᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢປാ㛵ಀ㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5᮲➨ 2㡯つᐃࡿࡍ

㡯ࢆᑂ㆟Ỵᐃࠋࡿࡍ 

 ௧㸰ᖺ୰ࡣ➨ ➨ࡽ534 535 ᅇ࡛ࡲ㸰ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨

ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 

㸫 බ┈ጤဨ㆟ෆᐜ୍ぴ 㸫 

㛤ദ 

ᅇᩘ 

㛤 ദ 

ᖺ᭶᪥ 

ฟᖍ 

ጤဨ 
 ㆟  㡯 

534 R2. 

11.5 

(᭩㠃) 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

❑⏣ 

㰻⸨ 

௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ 

 

535 R2. 

12.22 

ᑠ㔝 

ᇼෆ 

㉥ụ 

㰻⸨ 

㸯 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳ಀࡿປാ

⤌ྜ㈨᱁ᑂᰝ࡚࠸ࡘ 

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ 

㸦ཧጤဨࡢពぢ㛤㝞ྜࠊ㆟㸧 
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第３⠇ 㐃⤡༠㆟会ࠊ㐃⤡会㆟及びࡑのの会㆟ 

 

 ປാጤဨࡣປാ⪅ࠊ⏝⪅ཬࡧබ┈ྛࡢጤဨࠕࡿ࡞ࡽ㐃⤡༠㆟ࠖࠊ

㛗ࠊබ┈ጤဨཬࡧົᒁ㛗ࢀࡒࢀࡑࢆᑐ㇟ࠕࡓࡋ㐃⤡㆟ࠖ୪ࡧົᒁࡢ

ㄢ㛗➼ࢆᑐ㇟ࡓࡋㄢ㛗㆟➼ࢆᅜࢡࢵࣟࣈࡣࡓࡲ༢࡛ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡋ

ጤဨ➼┦ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡚ࡋົฎ⌮࡚࠸ࡘᚲせ୍⤫࡞ㄪᩚࢆᅗ࠸࡚ࡗ

 ࠋࡿ

 ௧㸰ᖺ୰ࡢ㛤ദ≧ἣࠊࡣ௨ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 

１ 㐃⤡༠㆟会 

【ᅜ会㆟】 

 第 75 ᅇᅜ労働委員会㐃⤡༠㆟会⥲会㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥ R2.11.19 㹼 R2.11.20 

㛤ദሙᡤ   㹕㹣㹠㛤ദ 

ฟᖍጤဨ  㸦බ㸧ᇼෆࠊ⏣❑ࠊ㸦ປ㸧❑⏣ࠊᆤࠊ㸦㸧ᑠᯘࠊᰩᒣ 

㆟  㢟 

㸯 ྠ୍ࡢປാ⪅ࡢࡽ」ᩘᅇࡾࡓࢃ⏦ㄳࡿࢀࡉಶูປാ⣮த 

 බປᥦ㸧ࢡࢵࣟࣈ㸦㛵ᮾ࡚࠸ࡘᑐᛂࡢࢇࡏࡗ࠶

㸰 ປാጤဨࡿࡅ࠾IT࡚࠸ࡘ➼⤌ྲྀࡓࡅྥ㸦୰ᅜ࣭ᅄ

ᅜࢡࢵࣟࣈබປᥦ㸧 

㸱 ࠙ㅮ₇ࠗࠚປാ⣮தࡢゎỴປാጤဨࡢᙺ࠘ 

㸲 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡢ೫ᅾక࠺ㄢ㢟ࡢᑐᛂ⟇࡚࠸ࡘ㸦㏆

 බປᥦ㸧ࢡࢵࣟࣈ␥

 

 【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

㸦１㸧第 144 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会୕⪅㐃⤡༠㆟会㸦᭩㠃㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.5.18 

㛤ദሙᡤ   ᭩㠃㛤ദ 

㆟  㢟 㸯 ἲ௧㐪⾜Ⅽࡢ࿌Ⓨṇᙜ࡞⤌ྜάື࠸ࡘ 㸦࡚ᰣᮌ┴ᥦ㸧 
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㸦２㸧第 145ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会୕⪅㐃⤡༠㆟会㸦᭩㠃㛤ദ及び㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.10.19 

㛤ദሙᡤ   ᭩㠃㛤ദཬࡧ㹕㹣㹠㛤ദ 

ฟᖍጤဨ  㸦බ㸧ᑠ㔝ࠊ㉥ụࠊ㸦ປ㸧ⴗཎࠊᐑୗࠊ㸦㸧ᑠಛྂࠊᒇ 

㆟  㢟 

㸯 ㄪᩚ௳࡚ࡋ⏦ㄳྍ⬟࡞௳ࢆᙜປാ⾜Ⅽ㸦㸰ྕ௳㸧

 㸦᪂₲┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘᑐᛂࡢሙྜࡓࢀࡉ࡚❧⏦࡚ࡋ

㸰 ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᣑ㜵Ṇྲྀࡢ⤌≧ἣୗ࡞㠀ᖖ

 㸦⚄ዉᕝ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘᑐᛂࡢ➼⥲ࡸㄪᰝ࣭ᑂၥࡿࡅ࠾

㸱 㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ࡢάᛶಀࡿ༠㆟

㡯ࡢᥦ࡚࠸ࡘ㸦ࡢࡑ㸯㸧㸦⚄ዉᕝ┴ᥦ㸧 

㸲 㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ࡢάᛶಀࡿ༠㆟

㡯ࡢᥦ࡚࠸ࡘ㸦ࡢࡑ㸰㸧㸦⚄ዉᕝ┴ᥦ㸧 

 

２ 㐃⤡会㆟ 

【ᅜ会㆟】 

ᅜ労働委員会㐃⤡༠㆟会බ┈委員㐃⤡会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.11.19 

㛤ദሙᡤ   㹕㹣㹠㛤ദ 

ฟᖍጤဨ  ᇼෆࠊ❑⏣ 

㆟  㢟 
㸯 ࠙ㅮ₇ࠗࠚẸッゴᡭ⥆ࡢ㹇㹒࠘ 

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚ᪂ᆺࢼࣟࢥ༴ᶵປാἲ࣭ປാၥ㢟࣭㞠⏝♫࠘ 

 

 【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会බ┈委員㐃⤡会㆟㸦᭩㠃㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.5.18 

㛤ദሙᡤ   ᭩㠃㛤ദ 

㆟  㢟 
㸯 ᅋᣄྰ௳ࡢ結ᑂᚋኚ᭦ࡓࡌ⏕ࡀሙྜࡢᑐᛂ࠸ࡘ

࡚㸦᪂₲┴ᥦ㸧 
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 のの会㆟ࡑ ３

【ᅜ会㆟】 

㸦１㸧ᅜ労働委員会事務局調整主⟶ㄢ㛗会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.11.26 

㛤ദሙᡤ   㹕㹣㹠㛤ദ 

㆟  㢟 

㸯 ㄪᩚᴗົࡢ㐠Ⴀ࡚࠸ࡘ 

㸰 㒔㐨ᗓ┴ປാጤဨࡢࡽᴗົሗ࿌ 

㸱 ࠙ㅮ₇୍ྠࠗࠚປാྠ୍㈤㔠࡚࠘࠸ࡘ 

 

㸦２㸧ᅜ労働委員会事務局審査主⟶ㄢ㛗会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.11.26 

㛤ദሙᡤ   㹕㹣㹠㛤ദ 

㆟  㢟 
㸯 ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁ㜵Ṇ㓄៖ࡓࡋᑂᰝࡢᐇ࡚࠸ࡘ 
㸰 ᚋࡢປാጤဨࡢᅾࡾ᪉᳨ウ࡚࠸ࡘ 

 

 【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

㸦１㸧㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労委労༠第 42 ᅇ⥲会㸦ᰣᮌ┴㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.2.16 㹼 R2.2.17 

㛤ദሙᡤ   ᰣᮌ┴Ᏹ㒔ᐑᕷ ࣖࢱ࣮ࣗࢽࣝࢸ࣍ 

ฟᖍጤဨ  ❑⏣ࠊᮡཎ 

㆟  㢟 

㸯 ሗ࿌㡯 

㸰 ༠㆟㡯 

㸱 ྛ㒔┴ປጤᖺ㛫άື≧ἣሗ࿌ 
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㸦２㸧㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労委労༠ᖿ事会㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.11.30 

㛤ദሙᡤ   㹕㹣㹠㛤ദ 

ฟᖍጤဨ  ⴗཎ 

㆟  㢟 

㸯 ປጤປ༠ḟᖺᗘ᪉㔪㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປጤປ༠ࡢḟᖺᗘ᪉㔪 

㸰 ḟᖺᗘ⥲࡚࠸ࡘ 

㸱 ྛ㒔┴ປጤࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢሗ 

 

㸦３㸧す㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会事務局実務ᢸᙜ⪅会㆟㸦᭩㠃㛤ദ㸧 

㛤ദᖺ᭶᪥   R2.7.17 

㛤ദሙᡤ   ᭩㠃㛤ദ 

㆟  㢟 

㸯 ປാጤဨࡢㄆ▱ᗘྥୖ࡚࠸ࡘ㸦㛗㔝┴ᥦ㸧 

㸰 ⥲ࡢ㆟㡯➼࡚࠸ࡘ㸦㛗㔝┴ᥦ㸧 

㸱 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡢ௧Ⓨฟ๓ࡿࡅ࠾▱㒊ᒁࡢሗᥦ

౪➼࡚࠸ࡘ㸦㛗㔝┴ᥦ㸧 

㸲 ᭩ド࡚ࡋᥦฟ࡚࠸ࡘ࠸ᢅࡢ⏬ືࡓࢀࡉ㸦ᒣ┴ᥦ㸧 

㸳 ᙜປാ⾜Ⅽࡢ⏦❧㡯ࡢ㏣ຍ࡚࠸ࡘ㸦ᒣ┴ᥦ㸧 

㸴 ປാጤဨ⥲᭩㠃㛤ദࡢጤဨሗ㓘࠸ࡘ 㸦࡚ᒣ┴ᥦ㸧 

㸵 ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁ㛵㐃ࢇࡏࡗ࠶ࡢ⏦ㄳ࡚࠸ࡘ㸦㟼

ᒸ┴ᥦ㸧 

㸶 ㄪᩚ௳࡚࠸࠾ᙜ⪅࡛ࡿ࠶⤌ྜဨࢇࡏࡗ࠶ࡀฟᖍ࡛ࡁ

 㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘ➼ពᛮ☜ㄆࡢሙྜ࠸࡞

㸷 Web ㆟ࡓ࠸⏝ࢆ➼࣒ࢸࢫࢩಶูປാ㛵ಀ⣮தࡢࢇࡏࡗ࠶ᐇ

࡚࠸ࡘ㸦᪂₲┴ᥦ㸧 

ಶูປാ㛵ಀࡿࡼ⪅ປാࡢᩘ「ࡓࡋᡭ᪉┦ࢆᴗࡌྠ 10

⣮தࡢࢇࡏࡗ࠶ᐇ࡚࠸ࡘ㸦᪂₲┴ᥦ㸧  

11 ಶูປാ㛵ಀ⣮தࡢࢇࡏࡗ࠶⏦ㄳ⪅㐃⤡ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡀ

㝿ࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ㸦᪂₲┴ᥦ㸧 
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第４⠇ ◊  ಟ 

 

 ௳ࡢ⏦ㄳ㸦⏦❧࡚㸧ࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊጤဨཬࡧົᒁ⫋ဨࠊࡀሗࢆඹ᭷

ࠊࡋ㎿㏿ࡘ㐺ษ࡞௳ฎ⌮ࡀ㐙⾜࡛࠺ࡼࡿࡁ◊ಟࢆᐇࠊࡓࡲࠊࡋእ㒊ࡢ

◊ಟ✚ᴟⓗὴ㐵ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 ௧㸰ᖺ୰ᐇࡣࡓࡲὴ㐵ࡓࡋ◊ಟࠊࡣ௨ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 

㸦１㸧事◊ಟ 

ᐇᖺ᭶᪥       ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ 

R2.1.22 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ᭱㏆ࡢປാ┦ㄯࡢ⤂ 

R2.2.26 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ᭱㏆ࡢປാ┦ㄯࡢ⤂ 

H2.3.25 ᑠ㔝㛗 
ᇼෆ㛗௦⌮ 

㸯 㹏㸤㸿ࡿࡄࡵࢆࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁㅖၥ㢟

 ࡚࠸ࡘ

R2.3.25 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ᭱㏆ࡢປാ┦ㄯࡢ⤂ 

R2.4.16 ㈨ᩱ㏦ 㸯 ἲ௧㐪⾜Ⅽࡢ࿌Ⓨṇᙜ࡞⤌ྜάື
࠸ࡘ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃
⤡༠㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧 

㸰 ᅋᣄྰ௳ࡢ結ᑂᚋኚ᭦ࡀ⏕
࠸ࡘᑐᛂࡢሙྜࡓࡌ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປ
ാጤဨබ┈ጤဨ㐃⤡㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧 

㸱 ᭱㏆ࡢປാ┦ㄯࡢ⤂ 

R2.5.25 ㈨ᩱ㏦ 㸯 ᭱㏆ࡢປാ┦ㄯࡢ⤂ 

R2.8.26 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ㄪᩚ௳࡚ࡋ⏦ㄳྍ⬟࡞௳ࢆᙜ
ປാ⾜Ⅽ㸦㸰ྕ௳㸧ࡓࢀࡉ࡚❧⏦࡚ࡋ
ሙྜࡢᑐᛂ࠸ࡘ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤ
ဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧 

㸰 ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ
ྲྀ⤌≧ἣୗ࡞㠀ᖖࡿࡅ࠾ㄪᰝ࣭ ᑂၥ
࠸ࡘᑐᛂࡢ➼⥲ࡸ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ
ປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧 

R2.9.23 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ྠ୍ࡢປാ⪅ࡢࡽ」ᩘᅇࡾࡓࢃ⏦
ㄳࡿࢀࡉಶูປാ⣮தࡢࢇࡏࡗ࠶ࡢᑐ
ᛂ࠸ࡘ 㸦࡚➨75ᅇᅜປാጤဨ㐃⤡༠
㆟⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧 

R2.10.28 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ປാጤဨࡿࡅ࠾ITྲྀࡓࡅྥ⤌
࠸ࡘ➼ 㸦࡚➨75ᅇᅜປാጤဨ㐃⤡༠
㆟⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧 

㸰 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡢ೫ᅾక࠺ㄢ㢟
࠸ࡘ⟇ᑐᛂࡢ 㸦࡚➨75ᅇᅜປാጤဨ
㐃⤡༠㆟⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧 
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ᐇᖺ᭶᪥       ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ 

R2.12.16 ᐑୗጤဨ 㸯 බປጤဨಶู⣮தᑓ㛛◊ಟ◊ಟ 

ࡢࡑࠕ⥲ࠊ௧㸰ᖺ㸴᭶௨㝆ࠊࡣ࡚࠸ࡘࠖ⤂ࡢປാ┦ㄯࡢ㏆᭱ࠕͤ

ࡢሗ࿌㡯➼ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀࢆࠕࠊ࡚࠸࠾ 

 

㸦２㸧㛵ಀᶵ㛵◊ಟ 

ᐇᖺ᭶᪥       ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ 

R2.1.22 ᒣປാᒁ㞠⏝⎔ቃ࣭ᆒ➼ᐊ㛗 

ᯘᮍኸẶ 

⫋ሙࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ࣮࣡ࣃࡢ㜵Ṇᑐ⟇㛵
 ࡚࠸ࡘ➼ἲไᗘࡿࡍ

R2.2.26 ୰ኸປാጤဨ⏝⪅ጤဨ 
㛗ᓮᩥᗣẶ 

ࢽ࣭ࣅࣥࢥ ປാࡢປാ⤌ྜἲୖࡢ࣮ࢼ࣮࢜
⪅ᛶ࡚࠸ࡘ 

R2.6.24 ᒣ⏘ᴗಖ⥲ྜᨭ࣮ࢱࣥࢭᡤ㛗 
㧘ᶫⱥᑦẶ 

 ࠗᏳ㓄៖⩏ົ࡚࠘࠸ࡘ 

R2.7.22 ᒣປാᒁ⫋ᴗᑐ⟇ㄢ
㞠⏝㛤Ⓨಀ㛗 㛵㔝⤒ኵẶ 

 㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠࡚࠸ࡘ 

ᒣປാᒁ⫋ᴗᏳᐃㄢ ࠌ
㞠⏝ಖ㝤┘ᐹᐁ ⏣୰⚽Ặ 

᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᑐᛂఇᴗᨭ
㔠࣭⤥㔠࡚࠸ࡘ 

 

㸦３㸧እ㒊◊ಟ 

  ಟ◊ࡢ㇟ጤဨᑐۑ 

ᐇᖺ᭶᪥       

◊ ಟ ሙ ᡤ       
◊ಟྡ ཷㅮ⪅ ෆ ᐜ 

R2.2.16 

ᰣᮌ┴Ᏹ㒔ᐑᕷ 

㸦ࣗࢽࣝࢸ࣍

 㸧ࣖࢱ࣮

㛵ᮾࢵࣟࣈ

ປጤປ༠ࢡ

◊ಟ 

㸦ປ㸧 

❑⏣ 

ᮡཎ 

㸯࠙ㅮ₇ࢪࣅ࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉࠗࠚ

 ປാ⪅ಖㆤ࠘ࢫࢿ

R2.9.3 

㹕㹣㹠㛤ദ 

බປጤဨ

ྜྠ◊ಟ 

㸦බ㸧 

㰻⸨ 

㸦ປ㸧 

ᮡཎ 

㸦㸧 

ᑠᯘ 

㸦య◊ಟ㸧 

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨ࡚̿࠸ࡘ

Ṕྐ࣭⌧≧࣭ㄢ㢟̿࠘ 

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚປാἲࡢᇶ♏࠘ 

㸱࠙ㅮ₇ࠗࠚാࡁ᪉ᨵ㠉௦ࡅ࠾

㐠ࡢ㸧ࢇࡏࡗ࠶ປാத㆟ㄪᩚ㸦ࡿ

 ࠘⏝ά⏝

㸲 ゎ⤂ 
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ᐇᖺ ᭶᪥       

◊ ಟ ሙ ᡤ       
◊ಟྡ ཷㅮ⪅ ෆ ᐜ 

R2.10.3 

ᮾி㒔 ༊ 

㸦㐃ྜᮾி㸧 

㛵ᮾࢵࣟࣈ

ປጤປ༠ࢡ

◊ಟ 

㸦ປ㸧 

ⴗཎ 

ᮡཎ 

㸯 ࠙ㅮ₇⚝ࢼࣟࢥࠗࠚປാἲ࠘ 

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚປാἲୖࡢປാ⪅ᛶࡸ 

⏝⪅ᛶ㛵ࡿࡍㄢ㢟ࡸ࠸ࡘ

࡚࠘ 

R2.12. 3 

ᮾி㒔༊ 

㸦༊㉥⩚㤋㸧 

ͤ㹕㹣㹠ྠ㛤ദ 

 

 

 

බປጤဨ

ಶู⣮தᑓ

㛛◊ಟ 

 

 

 

 

 

㸦බ㸧  

㉥ụ 

㸦ປ㸧 

ᐑୗ 

㸦㸧 

ᰩᒣ 

㸯 ࠙ㅮ₇ࠗࠚປാ㛵ಀἲ௧ࡢᨵṇ➼

 ࠘ྥືࡢ

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚุ࠘ྥືࡢ 

㸱 ࠙ㅮ₇ࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࠗࠚ㛵ࡍ

 ࡚࠘࠸ࡘᑐᛂ࡞ලయⓗ㆑▱ࡿ

㸲 ಶู⣮தฎ⌮ࡢ⤒㦂࡞㇏ࡀ㒔

㐨ᗓ┴ປാጤဨࡏࡗ࠶ࡿࡅ࠾

 ᡂຌ࣭ኻᩋࡢࢇ

 

 ಟ◊ࡢ㇟ົᒁ⫋ဨᑐۑ

ᐇᖺ᭶᪥       

◊ ಟ ሙ ᡤ       
◊ಟྡ ෆ ᐜ 

R2.7.8 

㹂㹔㹂ཷㅮ 

ಶே≉ᛶ

ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

◊ࣥࣙࢩ࣮

ಟ 

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚ㸦ᇶ♏⦅㸧⫋ဨ୍ேࡢࡾࡦ≉ᛶࢆ

ά࠘ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ 

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚ㸦ᛂ⏝⦅㸧⫋ဨࡢ≉ᛶࢆᤊࡓ࠼ᣦᑟ

 ᪉࠘ࡾ࠶ࡢ

R2.12.14 

㹂㹔㹂ཷㅮ 

ປാጤဨ

ົᒁ⫋ဨ

୰ኸ◊ಟ 

㸦య◊ಟ㸧 

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨົᒁ⫋ဨᮇᚅ࠘ࡇࡿࡍ 

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚປാἲࡢᇶ♏࠘ 

㸱࠙ㅮ₇ࠗࠚἲᚊุ࣭ࡢㄞࡳ᪉ㅮᗙ࠘ 

㸦ᑂᰝࢫ࣮ࢥ㸧 

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚᙜປാ⾜Ⅽࡢᑂᰝᡭ⥆࡚࠘࠸ࡘ 

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚ௧᭩㸦㸧ࡢ㉳ࡢࡵࡓࡢసᴗᡭ㡰࠘ 

㸦ㄪᩚࢫ࣮ࢥ㸧 

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚㄪᩚົࡢᴫせ࠘ 

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚປാᒁࢇࡏࡗ࠶ࡢไᗘ࠘ 

㸱࠙ㅮ₇ࠗࠚุᡤࡿࡅ࠾ಶูປാ⣮தゎỴ࣒࠘ࢸࢫࢩ 

┴ᒣ௧㸰ᖺ㸴᭶ࠊࡣ࡚࠸ࡘಟࠖ◊ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥಶே≉ᛶࠕͤ
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２ 事௳のᴫせ 

 

㸦１㸧令和ඖ年㸦㸧第１ྕᙜ労働⾜Ⅽ事௳ 

 

 ⪅ᙜ事 

    ⏦ ❧ ே  㹖㸯ປാ⤌ྜ 

          㹖㸰㸦ಶே㸧 

    ⿕⏦❧ே  㹗㸯ἲே 

 年᭶᪥❧⏦ 

    ௧ඖᖺ9᭶19᪥ 

 ㄳồするᩆ῭ෆᐜ㸦せ᪨㸧 ࢘

㸦㸧⿕⏦❧ேࠊࡣ⏦❧ே⤌ྜဨᑐࡏࡽࡀ᎘ࡿࡍၥ㢟ࠊ࡚࠸ࡘ࡞ᅋయ

 ࠋࡇࡿᅗࢆゎỴ༠㆟ࡢၥ㢟ࡿࡍせồࠊࡌᛂㄔᐇ΅
㸦㸧⿕⏦❧ேࠊࡣᚑᴗဨࡿࡼ㹖㸰ᑐྠࠊࡏࡉࡵࡸࡕ┤ࢆࡏࡽࡀ᎘ࡿࡍ

ேㅰ⨥ࠋࡇࡿࡍ 
㸦࢘㸧⿕⏦❧ேࠊࡣᚑᴗဨࢆ㏻ࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋ⏦❧ே⤌ྜဨࡢ┈ྲྀᢅ࠸

ཬࡧ⏦❧ே⤌ྜࡢᨭ㓄ධࢆṆࠊࡵ⏦❧ே⤌ྜဨཬࡧ⏦❧ே⤌ྜㅰ⨥

 ࠋࡇࡿࡍ
㸦࢚㸧㹖㸰ཬࡧ⏦❧ே⤌ྜဨࡽᑐࡓࢀࡉ࡞࡚ࡋᙜ࡞ᠬᡄฎศࢆ᧔ᅇࡇࡿࡍ

 ࠋ
㸦࢜㸧ᙜປാ⾜Ⅽㄆᐃࢆࡇࡓࢀࡉ☜ㄆᩥࡿࡍ᭩ࡢᥖ♧ࠋ 
㸦࢝㸧⿕⏦❧ே12ࠊࡣ᭶㈹ࠊ࡚࠸ࡘ⏦❧ே⤌ྜဨࠕே⪃ㄢࠖࢆධ࡞ࢀ

⨥ㅰࡶ࠺ᨭᡶࢆᕪ㢠ࡋᑐே⤌ྜဨ❧⏦ࠊࡋ⤥ᨭࡢࡾ࠾ᚑ๓࠸

 ࠋࡇࡿࡍ
㸦࢟㸧⿕⏦❧ேࠊࡣ௧ඖᖺ㸵᭶19᪥せồ᭩ᅇ⟅ࡿࡍ๓ྠࠊᖺ㸶᭶㸵᪥

ྜ⤌ே❧⏦ࠊࡵㄆࡿ࠶ᅋయ΅ᣄྰ࡛ࢆࡇࡓࡋ⾲Ⓨࢆ⾲ᡂ⦆ࡢసᴗ

 ࠋࡇࡿࡍ⨥ㅰ

㸦ࢡ㸧⿕⏦❧ேࠊࡣ௧ඖᖺ㸶᭶㸷᪥ࡢᅋయ΅ࡢ⏦ධࢀᑐࠊࡋᅇ⟅ᮇ㝈

ᅇ⟅ࠊࡎࡏ΅ࡢタᐃ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ᪨Ⓨゝࠊ࡚࠸ࡘ࡞ࡇࡓࡋᅋయ

΅ᣄྰ࡛ࡿ࠶ㄆࠊࡵ⏦❧ே⤌ྜㅰ⨥ࠋࡇࡿࡍ 
㸦ࢣ㸧㹖㸰ࡀᣦᑟᴗົࢆࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄆྠࠊࡵேྠᴗົࢆᢸົࡇࡿࡏࡉ

 ࠋ
㸦ࢥ㸧⿕⏦❧ேࠊࡣᖹᡂ31ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊ⏦❧ே⤌ྜဨṧᴗ⟶⌮ᴗົ࡞ࡏࡉࢆ

⤌ே❧⏦ࡧே⤌ྜཬ❧⏦ࠊࡵㄆࢆࡇࡿ࠶࡛࠸ᢅྲྀ┈ࢆࡇࡓࡗ࡞ࡃ

ྜဨㅰ⨥ࠋࡇࡿࡍᙜປാ⾜Ⅽㄆᐃࢆࡇࡓࢀࡉ☜ㄆᩥࡿࡍ᭩ࡢᥖ
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 ࠋ♧
㸦ࢧ㸧⿕⏦❧ேࠊࡣኚ᭦ࡓࢀࡉᴗົయไࠊࢆᚑ๓ࡢయไᡠࠋࡇࡍ 

 
 のᴫせ࡚❧⏦ ࢚

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ) 

⏦❧ே⤌ྜࡢࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࠊࡣḞዴࠊ࡚ࡋ⏤⌮ࢆ࡞⿕⏦❧ேࡢᴗົ

ᙜࠊࡣே❧⏦⿕ࠊ௧ඖᖺ9᭶ࠊࢁࡇࡓࡗ࡞ࡏࡉཧຍࢆே⤌ྜဨ❧⏦

ヱᴗົࢆᣄྰ࡚ࡋࡓࡋ㹖㸰ࡽ⏦❧ே⤌ྜဨࢆㆢ㈐ࡢᠬᡄฎศ࡞ࡿࡍ

 ࠋࡓࡋ

 ࠋࡿࡓᙜ࠸ᢅྲྀ┈ࡢ7᮲1ྕࠊࡣࡇࡢࡇ

㸦㸧ᅋయ΅ᣄྰࠊㄔᐇᅋ㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨2ྕ㸧 

⿕⏦❧ேࠊࡣᅋయ΅ࡢሙࠊ࡚࠸࠾࡞ᚑ᮶ࡢࡾ࠾ᅇ⟅終ጞࠊࡋ

᪂࠸ࡋᅇ⟅ࠋࡓࡗ࡞ࡋࢆ 

㛤ദࡣ࡛⛬᪥ࡢᕼᮃࡾࡓࢃᅇᩘ「ࠊࡋᑐ㛤ദせồࡢ΅ᅋయࠊࡓࡲ

ฟ᮶࠸࡞ᅇ⟅ࠊࡋ⏦❧ே⤌ྜࡀປാጤဨࢇࡏࡗ࠶⏦ㄳࡶࢆࡇࡓࡋ

 ࠋࡓࡋ▱㏻࠸࡞ࡀពࡿࡍ΅ᅋయ࡛ࡢࡓࡡጤࢆၥ㢟ゎỴ⪅୕➨ࠊ࡚ࡗ

ປ⤌ἲ7ࠊࡾ࠶ㄔᐇᅋ࡛ࡧᅋᣄྰཬ࠸࡞ࡢ⏤⌮࡞ṇᙜࠊࡣࡇࡢࡇ

᮲2ྕࡢᙜປാ⾜Ⅽᙜࠋࡿࡓ 

㸦࢘㸧ᨭ㓄ධ(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨3ྕ) 

ᖹᡂ30ᖺ10᭶௨㝆ࠊ⿕⏦❧ேࠊࡣ⏦❧ே⤌ྜဨࡽᇳᣉࡽྜ⤌⬺㏥

 ࠋࡓࡋ࡞ࡿࡍᣢཧࢆ㏥ᒆ⬺ྜ⤌ࡢ11ྡศࠊᖺ12᭶ྠࠊࡅࢆᅽຊ࠺ࡼࡿࡍ

ᖹᡂ31ᖺ3᭶ࠊ⏦❧ே⤌ྜࠊࡀ㐣༙ᩘ௦⾲⪅㑅ᣲࡢᘏᮇࢆせㄳࡶࡓࡋ

 ࠋࡓࡋᐇࢆ㑅ᣲࡢ⪅⾲㐣༙ᩘ௦࡚ࡋᑟࡀே❧⏦⿕ࠊࡎࡽࢃ

ᙜປാ⾜Ⅽࡢປ⤌ἲ7᮲3ྕࠊࡾ࠶ᨭ㓄ධ࡛ࡢྜ⤌ࠊࡣࡇࡢࡇ

ᙜࠋࡿࡓ 

 審査⤒㐣 ࢜

௧ඖᖺ㸷᭶24᪥ ᑂᰝࡢᐇ⾜☜ಖࡢᥐ⨨່࿌⏦❧࡚ 

௧ඖᖺ10᭶23᪥ ㆟࣭Ỵᐃ㸦ᐇຠ☜ಖࡢᥐ⨨່࿌ࠋ࠸࡞ࢃ⾜ࡣ㸧 

௧ඖᖺ10᭶25᪥ ᑂᰝࡢᐇຠ☜ಖࡢᥐ⨨່࿌⏦❧࡚㛵ࡿࡍ㏻▱ 

௧ඖᖺ11᭶22᪥㹼௧2ᖺ9᭶10᪥ ➨1ᅇ㹼➨7ᅇㄪᰝ 

௧2ᖺ11᭶4᪥࣭5᪥ ➨1ᅇ࣭➨2ᅇᑂၥ 
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㸦２㸧令和ඖ年㸦㸧第２ྕᙜ労働⾜Ⅽ事௳ 

 

 ⪅ᙜ事 

    ⏦ ❧ ே  㹖㸰ປാ⤌ྜ 

    ⿕⏦❧ே  㹗㸰ἲே 

 年᭶᪥❧⏦ 

    ௧ඖᖺ12᭶19᪥ 

 ㄳồするᩆ῭ෆᐜ㸦せ᪨㸧 ࢘

㸦㸧㸿⤌ྜဨᑐࡿࡍᠬᡄฎศணᐃࡢ㏻▱ࢆ᧔ᅇࠋࡇࡿࡍ 

㸦㸧Ⴣ㢪᭩ࠊ࡚ࡋ࡞ࡿࡏࡉྡ⨬⏦❧ேࡢ⤌ྜάືᨭ㓄ධࠋࡇ࠸࡞ࡋ 

㸦࢘㸧ᙜປാ⾜Ⅽㄆᐃࢆ➼ࡇࡓࢀࡉ☜ㄆᩥࡿࡍ᭩ࡢཬࡧᥖ♧ࠋ 

 のᴫせ࡚❧⏦ ࢚

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ) 

࣭௧ඖᖺ�᭶8᪥ࠊ⿕⏦❧ேࡣ㸿⤌ྜဨᑐࠊ࡚ࡋ⏦❧እ㹁ᚑᴗဨࡢ㏥

Ⅽ⾜ࡓࡗࡉ࠶ࢆ≀⚾ࡢ㹂ᚑᴗဨࡧㄦㅫ୰യཬࡢእ㹂ᚑᴗဨ❧⏦ࠊ⫋

 ࠋࡓࡵồࢆᘚ᫂ࠊࡋࢆᶵ㏻▱᭩ࠖࡢᘚ᫂ࠕ࡚ࡋࡓࡋ㛵

࣭ྠ㏻▱᭩ࡢࠊࡣᠬᡄฎศࢆࡇ࠺⾜ࢆṇᘧ㏻▱ࠊ࠼࠸ࡢࡶࡓࡋ

┈ᛶࠊࡇࡿ࠶ࡀ⿕⏦❧ேࠊࡀ㹗㸯タ㛗ࡿࡼᭀ⾜௳㹀⤌

ྜဨ⥴୍ᒃྜࡓࡏࢃ㸿⤌ྜဨࡢ⤌ྜຍධࢆࠊࡇࡿ࠸࡚ࡗࡢ

ᚑᴗဨࡢ౪㏙࡛ࠊࡣ㹁ᚑᴗဨࡢ㏥⫋㸿⤌ྜဨࡀ㛵ࡣࡓࡋ㏙ࡽ

ᑐ㸿⤌ྜဨ࡚ࡋ⏤ᠬᡄࢆࡇࡢࡇࠊࡎࡽࢃࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀ

⏤⌮ࢆࡇࡓࡋຍධே❧⏦ࠊࡽ࡞ࡇࡿ࠸࡚ࡵồࢆᘚ࡚᫂ࡋ

 ࠋࡿࡓᙜ࠸ᢅྲྀ┈ࡓࢀࢃ⾜

㸦㸧ᨭ㓄ධ㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨3ྕ) 

࣭ᖹᡂ31ᖺ4᭶30᪥ࠊ⿕⏦❧ேࠊࡣࡢᚑᴗဨᑐࡿࡍㄦㅫ୰യ➼ࡗ࠶ࡀ

 ࠋࡓࡋᣄྰࢆฟࡢࡽ᪥⩣ࠊࡋゎ㞠ࢆ㹀⤌ྜဨࠊ࡚ࡋࡓ

࣭⏦❧ேࡀ㹀⤌ྜဨࡢ⫋ࢆồྠࠊࢁࡇࡓ࠸࡚ࡵᖺ�᭶14᪥15ࡽ᪥

ࠊ࡚ࡅ⿕⏦❧ேࡣ㸿⤌ྜဨཬࡧ㹀⤌ྜဨࢆᢈุࡿࡍ᪨ࠊ㹀⤌ྜဨࡢ

⫋ሙᖐࢆᣄྰࡿࡍ᪨ࡀグ㍕ࡓࢀࡉჃ㢪᭩ࢆసᡂࠊࡋᚑᴗဨ10ྡ⨫

 ࠋࡓࡏࡉྡ

࣭Ⴣ㢪᭩ࠊࡣᙧᘧୖࠊᚑᴗဨࡀసᡂ࠺ࡼࡓࡋぢࠊࡀࡿ࠼⿕⏦❧ேࡢព

ᛮᇶ࡙ࡁసᡂࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉჃ㢪᭩ࠊࡣྡ⨬ࡢ㸿⤌ྜဨࢆ⫋

ሙ࡛Ꮩ❧ࠊࡓࡲࠊࡏࡉປാ⤌ྜຍධࡤࢀࡍ⏝⪅ࡾࡼ⫋ሙ࡛Ꮩ❧ࠊ

㝖ࢆࡇࡿࢀࡉࡢປാ⪅࿘▱ࡿࡍ⾜Ⅽ࡛ࠊࡾ࠶ᨭ㓄ධᙜࡓ

 ࠋࡿ
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 審査⤒㐣 ࢜

  ௧2ᖺ2᭶18᪥ ➨1ᅇㄪᰝ 

  ௧2ᖺ4᭶ 8᪥ ⏦❧ྲྀୗࡆ 

 

第 5章

Ż ³º Ż



➨㸳❶ 

- 30 - 

 

㸦３㸧令和２年㸦㸧第１ྕᙜ労働⾜Ⅽ事௳ 

 

 ⪅ᙜ事 

    ⏦ ❧ ே  㹖㸱ປാ⤌ྜ 

    ⿕⏦❧ே  㹗㸱ἲே 

 年᭶᪥❧⏦ 

    ௧2ᖺ11᭶2᪥ 

 ㄳồするᩆ῭ෆᐜ㸦せ᪨㸧 ࢘

㸦㸧㸿⤌ྜဨࢆ♫ဨⓏ⏝ࠊࡋⓏ⏝ࡢ࡛ࡲᮇ㛫࡚࠸ࡘዎ⣙♫ဨ♫ဨࡢ⤥

ࡢᕪ㢠ࢆᨭᡶࠋࡇ࠺ 

㸦㸧㹀⤌ྜဨ᪼ࢆ᱁ࠋࡇࡿࡏࡉ 

 のᴫせ࡚❧⏦ ࢚

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ) 

 ࡚࠸ࡘ㸿⤌ྜဨ   

 ࣭㸿⤌ྜဨࠊࡣᖹᡂ��ᖺ11᭶ࠊ⿕⏦❧ே࡚ࡋࢺࣂࣝධ♫ࠊࡋᖹ

ᡂ27ᖺ2᭶ࠊዎ⣙♫ဨࠋࡓࡗ࡞㸿⤌ྜဨࡣࡢᚑᴗဨẚ㍑࡚ࡋ㐯Ⰽ

࡞㸲ᖺ⛬ᗘၥ㢟ࡶ࡚ࡃ㛗ࡀᚑᴗဨࡢࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋົ┠㠃┿ࡃ࡞

ࢀࡉᣄྰࢆ⏝㛗ᮇ㛫♫ဨⓏ࡛ࡲᅾ⌧ࠊ୰ࡿࢀࡉ⏝ဨⓏ♫ࡤࢀࡍົࡃ

 ࠋࡿ࠸࡚

ࡁࡓࢀࡽࡌࢆື␗ࡢົሙᡤࡽே❧⏦⿕ࠊࡀ㸿⤌ྜဨࠊࡣࢀࡇ࣭

ⓗ⌮ྜࡢࡑࠊࡋᣄྰࢆື␗ࠊ࡚࠸࠾΅ᅋయࠊࡋຍධே❧⏦ࠊ

ࠊࡾ࠶࡛ࡽࡓࡵồࢆㄝ᫂ࡶ࡚࠸ࡘ⏝ဨⓏ♫ࠊࡓࡲࠊࡵồࢆㄝ᫂࡞

┈ྲྀᢅ࠸ᙜࠋࡿࡓ 

 ࡚࠸ࡘ㹀⤌ྜဨ   

   ࣭㹀⤌ྜဨࠊࡣᖹᡂ27ᖺ1᭶ࠊ⿕⏦❧ே࡚ࡋࢺࣂࣝධ♫ྠࠊࡋᖺ

4᭶ࠊዎ⣙♫ဨࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ᚋࠊᖹᡂ31ᖺ4᭶ࠊ㹀⤌ྜဨࡣ♫ဨⓏ⏝

♫ࠊࡾ࠶ࡀ⫋ᙺࡢୖࠊࡣ✀⫋ࡓࢀࡉ⏝ဨⓏ♫ࡀ㹀⤌ྜဨࠋࡓࢀࡉ

ဨⓏ⏝ࡢ⪅ࡓࢀࡉከࡀࡃ㸯ᖺ⛬ᗘ࡛ୖࡢᙺ⫋᪼᱁ࠋࡿࡍ㹀⤌ྜဨ

⤌㹀ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋㄆ㆑ࡶே❧⏦⿕ࡣࡇ࠸࡞ၥ㢟ຊ⬟ࠊົែᗘࡢ

ྜဨࡣ⌧ᅾ᪼ࡶ᱁ࡀぢ㏦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ 

ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉῶ㢠ࡀ⤥ᇶᮏྠࡿࢀࡉ⏝ဨⓏ♫ࡀ㹀⤌ྜဨࠊࡣࢀࡇ࣭

⏦❧ேຍධࠊࡋᅋయ΅ࠊࡾ࠶࡛ࡽࡓࡗ⾜ࢆ┈ྲྀᢅ࠸ᙜࡓ

 ࠋࡿ

 審査⤒㐣 ࢜

  ௧2ᖺ12᭶21᪥ ➨㸯ᅇㄪᰝ 
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第㸴章 ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧事௳の審査 

 

 ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭⏦❧௳ࡿࡅ࠾ᒣ┴ປാጤဨࡢ௧㸦ᩆ῭࣭Რ༷㸧

ཪࡣỴᐃ㸦༷ୗ㸧࡚࠸ࡘ᭹ࡿ࠶ࡢᙜ⪅ࠊࡣ୰ኸປാጤဨᑂᰝࡢ⏦

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ࡚❧

 ௧㸰ᖺ୰ᒣ┴ປാጤဨಀࡿᑂᰝ௳࡚ࡋ୰ኸປാጤဨྲྀࡀ

 ࠋ㸦➨㸲⾲ ᑂᰝ௳୍ぴ⾲ ཧ↷㸧ࡓࡗ࠶࡛௳㸯ࡣ௳ࡓࡗᢅࡾ
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第㸵章 ⾜ᨻッゴ 

 

 ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭⏦❧௳ࡿࡅ࠾ᒣ┴ປാጤဨࡢ௧㸦ᩆ῭࣭Რ༷㸧

ཪࡣỴᐃ㸦༷ୗ㸧࡚࠸ࡘ᭹ࡿ࠶ࡢᙜ⪅ࠊࡣᆅ᪉ุᡤྲྀᾘࡢࡋッࢆ࠼

ᥦ㉳ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 ௧㸰ᖺ୰ࠊᒣ┴ປാጤဨಀࡿ⾜ᨻッゴ௳࡚ࡋุᡤࡗᢅࡾྲྀࡀ

 ࠋࡓࡗ࡞ヱᙜࡣ௳ࡓ

 

 

 

第㸶章 බ┈事ᴗࡅ࠾る争㆟⾜Ⅽண࿌㐪対するฎ⨩ㄳồ 

 

 බ┈ᴗࢆႠࡴᴗᡤ࡚࠸࠾த㆟⾜Ⅽ࠺⾜ࢆሙྜࡢࡑࠊࡣᙜ⪅ࡣத㆟

⾜Ⅽࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆ᪥ࡢᑡ10ࡶࡃ࡞᪥๓ࠊ࡛ࡲປാጤဨ▱ࡢࡑ᪨

ࢃࡿࡍ㐪ࢀࡇࡀປാጤဨࠊ㸦➨10❶ཧ↷㸧ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ▱㏻ࢆ

ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㛤ጞࢆᑂᰝࠊࡃ࡞㐜ࠊࡣࡁࡓࡗ▱ࢆࡇࡿ࠶ࡀᐇࡿࢀ

せồ࠺ࡼࡿࡍᥦ㉳ࢆබッᐹᐁ᳨ࡣປാጤဨࠊሙྜࡓࡋ㐪ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞

㸦ฎ⨩ㄳồ㸧ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 ௧㸰ᖺ୰ࡓࡗᢅࡾྲྀத㆟⾜Ⅽண࿌㐪ᑐࡿࡍฎ⨩ㄳồࠋࡓࡗ࡞ࡣ 

 

 

 

第㸷章 ᆅ方බႠᴗ➼の使⏝⪅の┈௦⾲⪅の 

⠊ᅖಀる認ᐃ及び࿌♧  

 

 ᆅ᪉බႠᴗཪࡣ≉ᐃᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲேົࡢ⫋⯡୍ࡿࡍ⫋ဨࡀ結ᡂཪࡣ

ຍධࡿࡍປാ⤌ྜࠊ࡚࠸ࡘ⫋ဨࡕ࠺ࡢປാ⤌ྜἲ➨2᮲➨1ྕつᐃࡢ⪅ࡿࡍ

⠊ᅖࡿࡺࢃ࠸ࠊ⏝⪅ࡢ┈௦⾲⪅ࡢ⠊ᅖࠊࢆᙜ⪅ࡢࡽ⏦ฟ➼ᇶ࡙ࡁබ

┈ጤဨ㆟࡛ᚲせࡿ࠶ࡀㄆࡿࡵሙྜࠊປാጤဨࡢࡑࡣ⠊ᅖࢆㄆᐃ࡚ࡋ࿌

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡿࡍ♧

 ௧㸰ᖺ୰ࡓࡗᢅࡾྲྀㄆᐃཬࡧ࿌♧ࠋࡓࡗ࡞ࡣ 
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第10章 බ┈事ᴗࡅ࠾る争㆟⾜Ⅽண࿌㏻知のཷ⌮ 

 

１ ᴫせ 

 

 බ┈ᴗ࡚࠸࠾த㆟⾜Ⅽࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆሙྜࠊࡣᙜ⪅10ࡣ᪥๓ࠊ࡛ࡲ

ປാጤဨ▱ࡢࡑ᪨ࢆ㏻▱㸦த㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

 த㆟⾜ⅭࡀⓎ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ≧ែཪࡣⓎ⏕ࡿࡍᜍࡿ࠶ࡀࢀ≧ែࢆປാத㆟ࠊ࠸࠸ 

බ┈ᴗಀࡿປാத㆟ࡀⓎ⏕ࠊࡣࡁࡓࡋປാጤဨࡢࡑࡸ㏿ࡣᐇࢆ

ㄪᰝࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ 

 

 

２ ฎ⌮≧ἣ 

 

 ௧㸰ᖺ୰ࡓࡋ⌮ཷத㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱ࡣḟ⾲ࡾ࠾ࡢ㸰௳࡛ࡒࢀࡑࠊࡾ࠶

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐇㄪᰝࢀ

 

 

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,090
㈤ୖࠊࡆኟᏘ୍㔠
➼

R2.2.18 R2.9.28 ゎỴ ࡾ࠶

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,090 ᖺᮎ୍㔠➼ R2.10.21 R2.12.1 ゎỴ ࡾ࠶

௧㸰ᖺத㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱⪅ཬࡧᐇㄪᰝ結ᯝ୍ぴ⾲

㏻ࠉ▱ࠉ⪅
⤌ྜ
ဨᩘ

΅㡯 ㏻▱᪥
ປാத㆟
終結᪥

終結
⏤

த㆟
⾜Ⅽ
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第11章 争㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆのཷ⌮ 

 

１ ᴫせ 

 

த㆟⾜ⅭࡀⓎ⏕ࠊࡣࡁࡓࡋᙜ⪅ࡕ┤ࡣປാጤဨࡣࡓࡲ▱ࡢࡑ᪨

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ฟࡅᒆࢆ

ࢆ⌮ཷࡢத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆࡀປാጤဨࠊ࡚࠸࠾ᴗࡢබ┈ᴗ௨እࠊ࠾࡞

ዎᶵᙜヱᴗಀࡿປാத㆟ࡢⓎ⏕ࡾ▱ࢆᚓࠊࡣࡁࡓປാጤဨࡣᚲせ

 ࠋࡿࡍㄪᰝࢆᐇࡢࡑࡌᛂ

 

 

２ ฎ⌮≧ἣ   

 

 ௧㸰ᖺ୰ࡓࡋ⌮ཷத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆࡣḟ⾲ࡾ࠾ࡢ㸰௳࡛ࠋࡓࡗ࠶ 

ᥦฟࡀ▱த㆟⾜Ⅽண࿌㏻๓ࠊࡾ࠶த㆟࡛ࡿಀබ┈ᴗࡶࢀࡎ࠸ࠊ࠾࡞ 

 㸦➨10❶ཧ↷㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

 

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,090
㈤ୖࠊࡆኟᏘ୍㔠
➼

R2.2.18 R2.3.12 R2.9.28 ゎỴ ࡾ࠶

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,090 ᖺᮎ୍㔠➼ R2.10.21 R2.11.5 R2.12.1 ゎỴ ࡾ࠶

௧㸰ᖺத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆฟ⪅ཬࡧᐇㄪᰝ結ᯝ୍ぴ⾲

㏻ࠉ▱ࠉ⪅
⤌ྜ
ဨᩘ

΅㡯
த㆟⾜Ⅽ
ᐇ᪥

ປാத㆟
終結᪥

終結
⏤

த㆟
⾜Ⅽ

ᒆฟ᪥
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第12章 労働争㆟の調整 

 

１ 事௳のฎ⌮≧ἣ 

 

 ປാ⤌ྜ⏝⪅ࡢ㛫࡛ປാ᮲௳ࡸປ㛵ಀ㛵ࡿࡍヰྜࡀ࠸㐍ࠊࡎࡲ⮬

ⓗ࡞ゎỴࡶ࡚ࡋ࠺ࡀᅔ㞴࡛࡚ࡋࡿ࠶ᙜ⪅ࡢࡽ⏦ㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊ⏦

ㄳᇶ࡙ࡁປാጤဨࡣປാத㆟ࡢㄪᩚࠋ࠺⾜ࢆປാத㆟ࡢㄪᩚ᪉ἲࠊࡣ

 ࠋࡿ࠶ࡀࡘ୕ࡢ௰ࠖࠕࠊㄪࠖࠕࠊࠖࢇࡏࡗ࠶ࠕ

 ௧㸰ᖺ୰ࡓࡗᢅࡾྲྀㄪᩚ௳ࠊࡣḟ⾲ࠖࢇࡏࡗ࠶ࠕࡾ࠾ࡢ㸯௳࡛ࡗ࠶

 ࠋࡓ

 

⏦ㄳ᪥

ဨࢇࡏࡗ࠶
ᣦ�ྡ�᪥

R1.12.26

R1.12.27

ฎ⌮᪥ᩘࡣ⏦ㄳ᪥ࡽ終結᪥ࡢ࡛ࡲṔ᪥ᩘ�

௧㸰ᖺㄪᩚ௳୍ぴ⾲

⤌ྜ
ဨᩘ

終結᪥
ฎ⌮
᪥ᩘ

௳
␒ྕ

ᴗ✀
ㄪᩚ
㡯

ဨࢇࡏࡗ࠶
ㄪᩚ
ᅇᩘ

終結
༊ศ

ゎ
Ỵ

R2.4.27 124ඖ��
་⒪ࠊ
⚟♴

1000
ᡭᙜࡢᨭᡶ࠸
᪂タ

�බ�㰻⸨㞞௦
�ປ�ᐑୗ❳୕
��㛗ᆏṇᙪ

1
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２ 事௳のᴫせ 

 

㸦１㸧令和ඖ年(調)第2ྕࡗ࠶せࢇ事௳ 

 

⏦  ㄳ ⪅ 㹖ປാ⤌ྜ 

⿕  ⏦ ㄳ ⪅ 㹗ἲே 

ᴗ ࢘ ✀ ་⒪ࠊ⚟♴ 

⏦ ࢚ ㄳ 年 ᭶ ᪥ ௧ඖᖺ12᭶26᪥ 

 員ᣦྡ年᭶᪥ ௧ඖᖺ12᭶27᪥ࢇせࡗ࠶ ࢜

⤊ ࢝ ⤖ 年 ᭶ ᪥ ௧ 2ᖺ 4᭶27᪥ 

⤊ ࢟ ⤖ ≧ ἣ ゎỴ 

調 ࢡ 整 事 㡯 㸿⤌ྜဨᑐࡿࡍᮍᡶ࠸ᡭᙜࡢᨭᡶ࠸ཬࡧᡭᙜ㛵ࡿࡍไ 

ᗘᩚࡢഛ 

 員  㸦බ㸧㰻⸨㞞௦  㸦ປ㸧ᐑୗ❳୕  㸦㸧㛗ᆏṇᙪࢇせࡗ࠶ ࢣ

 の⤒㐣࡛ࡲる⮳ㄳ⏦ ࢥ

ᖹᡂ22ᖺࠊ㸿⤌ྜဨࠊࡣ㹗ἲே┳ㆤᖌ࡚ࡋ᥇⏝ࠊࢀࡉᖹᡂ29ᖺᗘ࡛ࡲ

㹗㸯㝔ົࠋࡓ࠸࡚ࡋ 

ᖹᡂ29ᖺᗘࠊ㹗ἲேࠊࡣே␗ື㛵ࡿࡍ㠃ㄯࢆᐇࠊࡋ㸿⤌ྜဨࡣ┳ㆤ

ᖌ㛗ࡽ㹗㸰┳ㆤᏛ㝔㸦௨ୗࠕ㹗㸰Ꮫ㝔ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ㓄⨨㌿ࢆᡴデ

ࡉ⤥ᨭࡀ㸧ࠋ࠺࠸ᡭᙜࠖࠕᡭᙜ㸦௨ୗࡓࡋ㇟ᑐࢆᩍဨࡢ㹗㸰Ꮫ㝔ࢀࡉ

 ࠋࡓࡋពྠ㓄⨨㌿ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀㄝ᫂ࡢ᪨ࡿࢀ

㹗ἲே࡛ࠊࡣᖹᡂ29ᖺᗘࡣ࡛ࡲᑓ௵ᩍဨ࡚ࡋ㹗㸰Ꮫ㝔ࡢᩍဨࡢᴗົࢆ⾜

ࡢᑓ௵ᩍဨὴ㐵終ᚋࠊࡋὴ㐵ㆤᖌᩍဨ㣴ᡂᏛᰯ┳ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⪅࠺

せ௳ࢆ㊊࡚ࡋࡿࡍ㹗㸰Ꮫ㝔㓄ᒓࠊࡋᡭᙜࡢᨭ⤥ᑐ㇟࡞ࠋࡓ࠸࡚ࡋ

ࢆ㈨᱁ࡢᑓ௵ᩍဨࠊᙜࡢ㠃ㄯࡓࡅཷࢆᡴデࡢ㓄⨨㌿ࠊࡣ㸿⤌ྜဨࠊ࠾

ᣢࠋࡓࡗ࡞࠸࡚ࡗ 

ᖹᡂ30ᖺ㸲᭶ࠊ㸿⤌ྜဨࠊࡣ㹗㸰Ꮫ㝔ᩍဨࠋࡓࡋື␗࡚ࡋ௨㝆ࠊ㸿⤌

ྜဨࠊࡣᑓ௵ᩍဨࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘࡢᩍဨྠᵝࡢᴗົࢆᢸᙜࠊࡽࡀ࡞ࡋ㏻

ಙไᩍဨ㣴ᡂᶵ㛵ᑵᏛࠋࡓࡋ 

ྠ᭶ࠊ㸿⤌ྜဨࠊࡣᏛ㝔ࡢ␗ືᚋึ࡚ࡵᨭ⤥ࡓࢀࡉ⤥ᨭ⤥᫂⣽࠸࠾

ࠊࡣྜ⤌㹖ປാࡓࡅཷࢆㄯ┦ࠊࡁࡘࡀẼࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⤥ᨭࡀᡭᙜࠊ࡚

㹗ἲேࡢ΅ࢆ㛤ጞࠋࡓࡋ 

ࠊࡾ㐳ᖹᡂ30ᖺ㸲᭶ⓗ≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸿⤌ྜဨࠊࡽ㹗ἲேࠊᚋࡢࡑ

୍㒊ࡢᡭᙜ➼ࢆᨭᡶ࠺᪨➼ࡢᅇ⟅ࠋࡓࡗ࠶ࡀ 

௧ඖᖺ12᭶26᪥ࠊ㹖ປാ⤌ྜࠊࡣ‶㢠ࡢᨭᡶࢆ࠸ồ࡚ࡵᙜጤဨࡗ࠶

 ࠋࡓࡋㄳ⏦ࢇࡏ
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 ㄳᚋの⤒㐣⏦ࢇせࡗ࠶ ࢧ

௧2ᖺ3᭶9᪥ࠊ➨㸯ᅇࢆࢇࡏࡗ࠶㛤ദࠋࡓࡋ 

㹖ປാ⤌ྜࠊࡣḟࡾ࠾ࡢᙇࠋࡓࡋ 

㸦㸯㸧㸿⤌ྜဨࡢ␗ືᙜࠊࡣ㏻ಙไᩍဨ㣴ᡂᶵ㛵࡛㈨᱁ྲྀᚓࡿࡍ㝿ࡢ

つ⛬ᩚࡀഛࡀ࠸ᢅࡾྲྀࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ᭕ࠋࡓࡋື␗ࡲࡲ࡞ 

㸦㸰㸧ᡭᙜࡀᨭ⤥࠺࠸ࡿࢀࡉ๓ᥦ࡛␗ືࠊ࡛ࡢࡓࡋ‶㢠ᨭ⤥ࡢ࠸࡞ࢀࡉ

 ࠋ࠸࡞ࢀࡽࢀධࡅཷࡣ

㸦㸱㸧ᑵᴗつ๎ࡢ㊃᪨࡛ࠊࡣ㈨᱁ᡭᙜ࡛ࠊࡃ࡞ࡣ⫋ົᡭᙜㄞࠋࡿࢀྲྀࡳ

㸿⤌ྜဨࡣᑓ௵ᩍဨࡢ㈨᱁ࢆᣢࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ㈨᱁ࢆᣢࡘࡢᩍဨ

ྠᵝᩍဨ࡚ࡋ௵ࠊࡽࡿ࠸࡚ࢀࡉᡭᙜࡀฟࡣࡢࡿᙜ↛࡛ࠋࡿ࠶ 

㸦㸲㸧≧ἣࠊࡣ࡚ࡗࡼ㸿ྜဨࡣ㏥⫋᳨ࢆウࡿࡍᛮࡣࢀࡑࠊࢀࢃ㑊ࡓࡅ

 ࠋ࠸

㹗ἲேࠊࡣḟࡾ࠾ࡢᙇࠋࡓࡋ 

㸦㸯㸧┳ㆤᖌ㛗ࡢࡽ㓄⨨㌿ࡢᡴデࠊ࡚࠸࠾ᡭᙜࡢㄝ᫂ᑀࡀࡉḞ

 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᨵၿࠊࡾ࠾࡚ࡋㄆ㆑ࡣࡇࡓ࠸࡚ࡅ

㸦㸰㸧␗ືࡢ㝿ࠊ㸿⤌ྜဨࡀᐙᗞࡢ࡛㏻ಙไᩍဨ㣴ᡂᶵ㛵࡛ࡢ㈨᱁

ྲྀᚓࢆ㑅ᢥࠋࡓࡋ 

㸦㸱㸧㸿⤌ྜဨࡣᢸ௵ࡅཷࢆᣢࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᢸ௵ࡶࡾࡼᴗົࡀ㍍ࡗ࡞ࡃ

 ࠋࡿ࠸࡚

㸦㸲㸧㸿⤌ྜဨࡣ㹗ἲேࡶ࡚ࡗᑗ᮶ࢆᮇᚅࡿࡍேᮦ࡛ࠋࡿ࠶ಶูࡢᑐ

ᛂ࡛ࠊࡃ࡞ࡣไᗘࡢഛࠊ࡚ࡋ᪂࡞ࡓᡭᙜࢆ᪂タࠊࡋ≉ⓗ㐳ࡗ

࡚㐺⏝ࠋ࠸ࡓࡋ 

ゎỴࡧ᪂タᡭᙜཬࡧഛ୪ᩚࡢไᗘࠊᙜ⪅᪉ࠊࡣဨࢇࡏࡗ࠶

㔠ࡢᨭᡶࢆ࠸㦵Ꮚࢇࡏࡗ࠶ࡿࡍࢆᥦ♧ࠊࡀࡓࡋ㹗ἲேࡣゎỴ㔠ࡢ

ᨭᡶ࠸㞴Ⰽࢇࡏࡗ࠶ࠋࡓࡋ♧ࢆဨࠊࡣ᪉ᑐࡿ࡞ࡽࡉࠊࡋṌࡳᐤ

 ࠋࡓࡋࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆࢇࡏࡗ࠶ࠊࡵồࢆࡾ

௧2ᖺ4᭶20᪥ࠊ➨㸰ᅇࢆࢇࡏࡗ࠶ணᐃࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥ

 ࠋࡓࡗ࡞ᮇ᪥ᘏᮇࡽほⅬࡢឤᰁᘏ㜵Ṇࢫࣝ

௧2ᖺ4᭶27᪥ࠊ㹖ປാ⤌ྜ㹗ἲேࡣປ༠㆟ࠊ࠸⾜ࢆᴫࡡᙜጤ

ဨࢇࡏࡗ࠶ࡓࡋ♧ࡢࠊࡾ࠾ࡢ㸿⤌ྜဨྜࡀ⪅୕ࡴྵࢆពࡇࠊࡋ
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第14章 個別的労使紛争に係るあっせん 

 

１ 事件の処理状況 

 

 平成13年10月に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行され、同

法第20条では、地方公共団体は、個別労働関係紛争に係るあっせん等の施策を

推進するよう努めることとされた。本県においては、あっせんについて、地方

自治法第180条の2の規定に基づき、当労働委員会が知事の委任を受けて実施し

ている。 

 令和２年中に取り扱った個別的労使紛争に係るあっせん事件は３件であり、

内容については次のとおりである。 

 

申請日

あっせん員
指 名 日

R1.11.25

R2.2.27

R2.8.11

処理日数は申請日から終結日までの歴日数 

いじめによる精神的苦痛
に対する慰謝料

― ―
不開
始

R2.3.13 16

―

65

R1.11.26

元-3
学術研究、専門・
技術サービス

労災事故の説明と改善策
の提示、上司の暴言に関
する謝罪、労働環境の改
善

(公)赤池幸江
(労)坪井茂
(使)小俣精三

2 解決 R2.1.28

令和２年個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧表

(公)窪田哲也
(労)窪田　清
(使)小林隆二

2 解決 R2.10.13

あっせん員 終結日
処理
日数

R2.8.18

64

調整
回数

終結
区分

卸売･小売
解雇予告手当請求、精神
的苦痛に対する慰謝料請
求、有給休暇の精算

2-2

事件
番号

業種
あっせん
事　　項

2-1
学術研究、専門・
技術サービス
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２ 事件の概要 

 

（１）令和元年(個)第3号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術、専門サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和元年11月25日 

オ あっせん員指名年月日 令和元年11月25日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年1月28日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①換気設備が不十分な施設において、硫酸の煙を長時間

浴びた労災事故を受けたことに関する原因の究明と改善

策の提示 

②Ａ課長補佐からの暴言に関する本人及び会社の謝罪 

③労働環境の改善と申請者を加害者として取り扱ったこと

についての社長の謝罪 

ケ あ っ せ ん 員 （公）赤池幸江  （労）坪井茂  （使）小俣精三 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成14年3月1日、Ｘは、Ｙ社にパート社員として採用され、水質検査等の業

務に従事した。 

 令和元年6月13日、Ｙ社相談役はＸのいる検査室にて、ドラフト（換気装置

と隔壁のある検査台）を使用して、検査を開始した。その後、同相談役は現場

を離れた。しばらくして、薬品が沸騰し、白煙が検査室内に充満した。Ｘは、

喉の痛み、頭痛を感じた。 

 翌14日、Ｘは、咳・目の充血などがひどいため医療機関を受診した。 

同日Ｘは、上司に労災申請を依頼した（後日、労災認定）。 

 同日、Ａ課長補佐は、検査中のＸに向かって、「病院へいきゃあいいじゃな

いか」、「辞めればいい」などとの発言を行った。 

 同月17日、Ｘは、Ａ課長補佐から暴言を受けた件についてＹ社に報告した。 

 同月26日、Ｘは、Ｙ社取締役ら役員２名に呼ばれ、Ａ課長補佐が譴責の懲戒

処分となったことを伝えられた。取締役から、今後Ａ課長補佐に対してＸが普

段使用している検査室への入室を禁止する旨を約束された。 

 同年7月23日から同年8月8日にかけ、Ｘは、労働基準監督署、山梨労働局へ

相談した。 
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 同年8月27日、Ｘは社長と面談した。社長は、Ａ課長補佐からＸに意地悪さ

れたと話を聞いている、個人の問題なので会社は介入しない、既に本人は謝っ

たと聞いている、これからパワハラなどの相談（窓口）を開設する、との旨を

述べた。 

 同年9月18日、揮発性の高い薬品を扱う検査中に、室内にガスが充満し、Ｘ

ら２名のパート社員が体調不良で受診した。 

 同月20日、Ｘは、本労働委員会に相談した。 

 同年11月25日、Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。 

 

サ あっせん申請後の経過 

 令和元年12月23日、第1回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

 検査の危険性等に関して、会社の説明はなかった。薬品を火にかけ、放置し

ていった。 

 事故発生時の対応については、研修等を受けたことはない。換気設備は不十

分であると考えている。 

 会社には、今後、社内で行われる検査内容の説明と労災が発生した場合の適

切な対応を求める。 

Ａ課長補佐に謝罪してほしい。 

 社長は、Ｘにも責任があるとして、加害者扱いしている。 

 （Ｙ社の主張） 

 今回は、納期が短期間であったため、通常行っている検査室の他に事故があ

った場所でも検査を行った。予想より反応が激しく起きてしまったこと、人の

出入りにより検査室内に風が起きてしまったことで、煙が漏れてしまった。 

 検査の危険性については、特にＸには説明していないが、Ｘには、現場から

離れていてという話はした。 

 社員には、機器の使い方等について教育しているし、事故の後、検査を担当

する社員全員に対し教育を行った。 

 また、Ａ課長補佐にはＸと出来るだけ場所が離れたところで業務をするよう

に指示した。 

 Ａ課長補佐からは、反対にＸから日々いじめられていると聞いている。 

 また、退職の話も出ており、謝罪を促すのは難しい。 

社長は、必要な範囲で謝罪する意向がある。 
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（あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し、6月13日の労災について、あっせんの場で会社

側から説明すること、次回あっせん期日への、社長及びＡ課長補佐の出席を要

望した。 

 （労災事故についての説明） 

 Ｙ社から、Ｘに対し、労災事故の顛末のほか、担当社員への再教育があった

こと等が説明された。 

 Ｘから検体が火にかかっている間誰も見に来ていない、との指摘があった。

この点について、Ｙ社からは、社内の連絡に不徹底があったかもしれないとい

う回答があった。 

 （あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し労災事故について再度調査するよう依頼した。 

 

 令和2年1月28日、第2回あっせんを開催した 

（Ｙ社の主張） 

 社長及びＡ課長補佐が出席し、Ａ課長補佐は自身の発言について謝罪したい

と述べた。 

 労災については、不適当な場所で検査を行ったことを認め、今後は社員間の

コミュニケーションをはかり、作業手順書の遵守などを徹底し改善していく。 

（Ｘの主張） 

 労災対策が不十分である。また、Ａ課長補佐が検査室へ出入りしており、会

社側の対応が不十分である。 

 労災事故の説明と謝罪は、全社員の前で行ってもらいたい。 

（あっせん員の対応） 

 あっせん員は、Ｙ社に対し、労災防止対策とパワハラ対策の徹底を要望した。 

 Ｘに対しては、今後も勤務を続けるうえで、会社への不満はある程度で折り

合いをつけ、労災事故の説明と謝罪はあっせんの場で受けるように説得した。 

 Ｘがあっせん員の説得に応じたため、双方があっせん案に署名・押印した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｙ社の事業として行った検査について、Ｙ社がＸの安全確保に対する適切 

な措置を講じなかったためＸが労働災害を被ったことを確認し、Ｙ社はＸに 

謝罪する。 

２ Ｙ社は、検査の内容やその危険性を従業員に周知徹底し、従業員が安全か 

つ安心して働ける職場環境を整備する。 
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３ Ｙ社は、Ａ課長補佐の発言とその後のＹ社の対応により、Ｘが受けた精神 

的苦痛に対して謝罪する。 

※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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（２）令和2年(個)第１号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術研究、専門・技術サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和2年2月27日 

オ あっせん員指名年月日 ― 

カ 終 結 年 月 日 令和2年3月13日 

キ 終 結 状 況 不開始 

ク あっせん事項 いじめによって生じた精神的苦痛に対する○円の慰謝料

の支払い 

ケ あ っ せ ん 員 ― 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成30年9月1日、Ｘは登録する人材派遣会社（以下「Ｚ社」という。）から

Ｙ社に派遣された。 

 11月、Ａ正社員から不正な書類の作成を指示され、Ｘは数回作成した。また、

Ｘが病欠後にＹ社に出勤したところ、他の社員の前で副所長から「くるくるぱ

ー」、「頭はよくなったか」と言われた。11月末、Ｘが10分ほど席を外して戻

ると、デスクに置いておいた眼鏡が壊れていた。 

 平成31年1月、Ａ正社員からセクハラにあたる発言をされた。 

 2月、Ｙ社への派遣契約更新が決まった際、他の社員の前で副所長はＸに

「クビにするよ」、「冗談だよ、俺には決められない」などと発言した。また、

電話で「Ｚ社のスタッフさんは更新が決まってよかったね。他の人を探しても

見つからなかったんだって」と嫌みっぽく大声で、個人情報である契約につい

て話していた。 

 4月、隣の席に移動したＡ正社員から、Ｘは一日中電話を取るよう言われた。 

 また、時期不明であるが、副所長はＸに、無いと説明した残業を指示する、

一般事務であることを理由にＸが希望する業務に従事させない、タイムカード

への押印を渋る等の行為をし、Ａ正社員のセクハラについては「触れなければ

問題ない」などの発言をした。また、Ａ正社員は、Ｘに業務を押しつけ、教え

られていない業務をさせる等の行為をした。さらに、同僚のＢ派遣社員は、Ｘ

の派遣開始にともなう席替えで「端に追いやられた」と発言し、Ｘの悪口や個

人情報を話すといった行為をした。Ｘは派遣元であるＺ社に相談したが、Ｙ社

に話しておくと言われ、その結果の連絡はなかった。 

 令和元年6月4日、Ｘは体調不良により退職した。 
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 令和2年1月7日、ＸはＹ社に慰謝料○円を書面で請求した（1月24日、Ｙ社か

ら応じられない旨の回答があった）。 

 1月21日、Ｘは山梨労働局長にあっせん申請書を提出したが、2月17日、山梨

紛争調整委員会から、あっせんの打ち切りが通知された。 

 2月27日、Ｘは当労働委員会にあっせん申請した。 

サ あっせん申請後の経過 

 令和2年3月4日、Ｙ社にあっせん申請されたことを通知し、協力を依頼した。 

 3月5日、Ｙ社から事務局調査及びあっせんを拒否する旨の連絡があった。 

3月11日、当労働委員会にあっせんを拒否する回答書が届いた。 

 3月12日、Ｙ社に対しあっせんに応じるよう促したが、あっせんを拒否した。 

 3月13日、会長は本件の不開始を決定した。 
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（２）令和2年(個)第１号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 学術研究、専門・技術サービス業 

エ 申 請 年 月 日 令和2年2月27日 

オ あっせん員指名年月日 ― 

カ 終 結 年 月 日 令和2年3月13日 

キ 終 結 状 況 不開始 

ク あっせん事項 いじめによって生じた精神的苦痛に対する○円の慰謝料

の支払い 

ケ あ っ せ ん 員 ― 

コ 申請に至るまでの経過 

 平成30年9月1日、Ｘは登録する人材派遣会社（以下「Ｚ社」という。）から

Ｙ社に派遣された。 

 11月、Ａ正社員から不正な書類の作成を指示され、Ｘは数回作成した。また、

Ｘが病欠後にＹ社に出勤したところ、他の社員の前で副所長から「くるくるぱ

ー」、「頭はよくなったか」と言われた。11月末、Ｘが10分ほど席を外して戻

ると、デスクに置いておいた眼鏡が壊れていた。 

 平成31年1月、Ａ正社員からセクハラにあたる発言をされた。 

 2月、Ｙ社への派遣契約更新が決まった際、他の社員の前で副所長はＸに

「クビにするよ」、「冗談だよ、俺には決められない」などと発言した。また、

電話で「Ｚ社のスタッフさんは更新が決まってよかったね。他の人を探しても

見つからなかったんだって」と嫌みっぽく大声で、個人情報である契約につい

て話していた。 

 4月、隣の席に移動したＡ正社員から、Ｘは一日中電話を取るよう言われた。 

 また、時期不明であるが、副所長はＸに、無いと説明した残業を指示する、

一般事務であることを理由にＸが希望する業務に従事させない、タイムカード

への押印を渋る等の行為をし、Ａ正社員のセクハラについては「触れなければ

問題ない」などの発言をした。また、Ａ正社員は、Ｘに業務を押しつけ、教え

られていない業務をさせる等の行為をした。さらに、同僚のＢ派遣社員は、Ｘ

の派遣開始にともなう席替えで「端に追いやられた」と発言し、Ｘの悪口や個

人情報を話すといった行為をした。Ｘは派遣元であるＺ社に相談したが、Ｙ社

に話しておくと言われ、その結果の連絡はなかった。 

 令和元年6月4日、Ｘは体調不良により退職した。 
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（３）令和2年(個)第２号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 卸売・小売 

エ 申 請 年 月 日 令和2年8月11日 

オ あっせん員指名年月日 令和2年8月18日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年10月13日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①解雇予告手当３か月分の給与○円の支払い 

ク あっせん事項 ②慰謝料○円の支払い 

ク あっせん事項 ③有給休暇の精算 

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也  （労）窪田清  （使）小林隆二 

コ 申請に至るまでの経過 

平成29年3月13日、ＸはＹ社に商品管理などを行う事務職として採用さ

れた。 

令和2年4月28日、Ｘによる原価計算間違えなどのミスが発覚し、社長に

指摘された。社長はミーティングにおいてＸに「もううちの仕事はＸさん

には任せられないから、次の人を募集するのでいいです」と発言し、Ｘは

ミーティングから外された。 

5月7日、Ｘは社長に、4月28日の発言は「解雇」を意味するのか確認し、

解雇理由証明書の交付を求めた。Ｘが「辞めて欲しい期限はいつか」と社

長に尋ねると、社長は「5月28日までとする。有給休暇を使って職探しに

行っていい」と発言した。 

5月8日、社長はＸに①100％ミスをしないことを約束し、仕事を続ける、

②次の人が決まったら引き継ぎをして会社を辞める、のどちらかを選ぶよ

うに提案した。Ｘは②が解雇を意味するのか社長に確認したが、はっきり

した返答はなかった。Ｘは文書での提示を求めたが、社長は「口頭のみで

理解して欲しい」と述べた。 

5月12日、Ｘは労働基準監督署に相談に行った。 

5月13日、Ｘは再び社長に書面での提示を求め、山梨労働局発行の冊子

の「労働条件の明示」のページを社長に提示した。 

5月20日、Ｘは社長から労働条件通知書を交付された。 

5月24日、Ｘは住所地の自治体の無料法律相談に行った。 

5月29日、Ｘは退職した。 
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6月15日、Ｙ社から離職票が送付された。離職理由が「自己都合」だっ

たので、Ｘはハローワークに異議申立書を提出した。 

7月7日、ハローワークからＸに連絡があった。Ｙ社を調査の結果、離職

理由が「会社都合」に変更された。 

7月28日、ＸはＹ社あてに、「解雇予告手当３か月分の給与○円及び慰

謝料○円」を請求する内容証明郵便を送付した。8月6日、Ｙ社からＸに、

「あっせんの利用等を含め、適切な対応を行うこと」を内容とする回答書

が送付された。 

8月11日、Ｘは当労働委員会にあっせんを申請した。 

 

サ あっせん申請後の経過 

 令和2年9月14日、第１回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  ミスが発覚した後のミーティングにおける社長の発言は、解雇だと受

け止めた。 

労働条件通知書の内容を見ると、昇給もなく、働く意欲が出ない条件で、

辞めろとしかとらえられない。 

原価は外国語で書かれており、社長に聞かないとわからなかった。その

状況で原価計算がわかるはずがない。 

  ミスしないように努力してきた。そのミスは会社の経営に影響するよ

うなものではなく、責任を負わせることは間違っている。 

  社長は感情的に発言するので、ハラスメントと感じる部分があった。

「Ｘさんのやり方だと、どこに行っても務まりませんよ」など精神的苦

痛を感じる発言もあった。 

 （Ｙ社の主張） 

  ミーティングの席上の発言はしていない。「仕事を任せるのに、きち

んとしてもらえないと困る」と発言したところ、Ｘが「じゃあどうした

らいいですか。解雇ですか」と話した。 

  Ｘは採用して3年経っても、何度も同じミスを繰り返している。新規事

業の立ち上げ準備をしており、ミスは許されない事業だから、Ｘには難

しいと考えていた。 

辞めて欲しいという気持ちはなく、続けて欲しいと何度も話した。しか

し、Ｘは「解雇」という認識が強く、譲ろうとせず、話し合いにならなか

った。解雇ではないと考えている。 

  社長は外国人であるため、話のニュアンスなど伝わり難い部分はある。 
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（３）令和2年(個)第２号あっせん事件 

 

ア 申 請 者 Ｘ 

イ 被 申 請 者 Ｙ社 

ウ 業 種 卸売・小売 

エ 申 請 年 月 日 令和2年8月11日 

オ あっせん員指名年月日 令和2年8月18日 

カ 終 結 年 月 日 令和2年10月13日 

キ 終 結 状 況 解決 

ク あっせん事項 ①解雇予告手当３か月分の給与○円の支払い 

ク あっせん事項 ②慰謝料○円の支払い 

ク あっせん事項 ③有給休暇の精算 

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也  （労）窪田清  （使）小林隆二 

コ 申請に至るまでの経過 

平成29年3月13日、ＸはＹ社に商品管理などを行う事務職として採用さ

れた。 

令和2年4月28日、Ｘによる原価計算間違えなどのミスが発覚し、社長に

指摘された。社長はミーティングにおいてＸに「もううちの仕事はＸさん

には任せられないから、次の人を募集するのでいいです」と発言し、Ｘは

ミーティングから外された。 

5月7日、Ｘは社長に、4月28日の発言は「解雇」を意味するのか確認し、

解雇理由証明書の交付を求めた。Ｘが「辞めて欲しい期限はいつか」と社

長に尋ねると、社長は「5月28日までとする。有給休暇を使って職探しに

行っていい」と発言した。 

5月8日、社長はＸに①100％ミスをしないことを約束し、仕事を続ける、

②次の人が決まったら引き継ぎをして会社を辞める、のどちらかを選ぶよ

うに提案した。Ｘは②が解雇を意味するのか社長に確認したが、はっきり

した返答はなかった。Ｘは文書での提示を求めたが、社長は「口頭のみで

理解して欲しい」と述べた。 

5月12日、Ｘは労働基準監督署に相談に行った。 

5月13日、Ｘは再び社長に書面での提示を求め、山梨労働局発行の冊子

の「労働条件の明示」のページを社長に提示した。 

5月20日、Ｘは社長から労働条件通知書を交付された。 

5月24日、Ｘは住所地の自治体の無料法律相談に行った。 

5月29日、Ｘは退職した。 
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（あっせん員の対応） 

 当事者双方の主張と、請求額に差があった。当事者双方に請求額を再検

討するよう求め、第２回あっせんに継続することとした。 

  

令和2年10月13日、第２回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  請求内容を一括して「解決金」として扱うこととしてよい。今求めて

いる解決金額には譲歩の余地はない。 

Ｙ社が交付した労働条件通知書には「退職金なし、昇給なし」と記載さ

れており、これはつまり退職強要である。 

  解決金をいくら提示されても、退職強要であること、Ｙ社に非がある

ことを認めなければ合意しない。 

  退職強要したことを書面で認めること。   

 （Ｙ社の主張） 

  解雇ではない。また、退職強要にあたるような事案ではなく、認める

ことはできない。 

  退職勧奨したことは認める。 

  解決金は類似事例の相当額程度なら支払うことは可能である。 

 （あっせん員の対応） 

  なおも当事者双方の解決金額に相当の開きがあった。あっせん員は双

方に譲歩を働きかけたが、Ｘは譲歩できないとのことであった。そこで、

Ｙ社には退職強要を想定させるような言動があったことから、Ｘの気持

ちを受け止め、Ｘが求める解決金額に応じるよう説得した。これにＹ社

が応じたことから、双方にあっせん案を提示し、合意した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｘ及びＹは、令和2年5月31日付けでＸが退職したことを確認する。 

２ Ｙ社はＸに対して、退職強要を想定させるような発言を行い、心理的

な負担をかけたことを謝罪する。 

３ Ｙ社は、Ｘに対して、本件の解決金として金○円を支払う。 

 ※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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（あっせん員の対応） 

 当事者双方の主張と、請求額に差があった。当事者双方に請求額を再検

討するよう求め、第２回あっせんに継続することとした。 

  

令和2年10月13日、第２回あっせんを開催した。 

 （Ｘの主張） 

  請求内容を一括して「解決金」として扱うこととしてよい。今求めて

いる解決金額には譲歩の余地はない。 

Ｙ社が交付した労働条件通知書には「退職金なし、昇給なし」と記載さ

れており、これはつまり退職強要である。 

  解決金をいくら提示されても、退職強要であること、Ｙ社に非がある

ことを認めなければ合意しない。 

  退職強要したことを書面で認めること。   

 （Ｙ社の主張） 

  解雇ではない。また、退職強要にあたるような事案ではなく、認める

ことはできない。 

  退職勧奨したことは認める。 

  解決金は類似事例の相当額程度なら支払うことは可能である。 

 （あっせん員の対応） 

  なおも当事者双方の解決金額に相当の開きがあった。あっせん員は双

方に譲歩を働きかけたが、Ｘは譲歩できないとのことであった。そこで、

Ｙ社には退職強要を想定させるような言動があったことから、Ｘの気持

ちを受け止め、Ｘが求める解決金額に応じるよう説得した。これにＹ社

が応じたことから、双方にあっせん案を提示し、合意した。 

 

 あっせん案（要旨） 

１ Ｘ及びＹは、令和2年5月31日付けでＸが退職したことを確認する。 

２ Ｙ社はＸに対して、退職強要を想定させるような発言を行い、心理的

な負担をかけたことを謝罪する。 

３ Ｙ社は、Ｘに対して、本件の解決金として金○円を支払う。 

 ※ その他、清算条項、口外禁止条項あり 
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３ 労働相談 

 

 個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。 

 令和２年中に受け付けた労働相談件数は178件であった。また、個別労働関

係紛争処理月間である１０月を中心に、当委員会の初の取組みとなる委員によ

る出張労働相談会を実施した。 

 なお、労働相談は事務局職員が対応しているが、来庁しての労働相談の場合、

委員が相談員として対応することもある。 

労 使 双 計

165 13 178

経営又は人事 51 51

ｱ 22 22

ｲ 3 3

ｳ 2 2

ｴ 3 3

ｵ 16 16

　 ｶ 1 1

ｷ 4 4

28 5 33

ｸ 11 2 13

ｹ 1 1

ｺ 1 1

ｻ 1 1

ｼ 3 3

ｽ 1 1

ｾ 8 2 10

ｿ

ﾀ 2 1 3

ﾁ

48 5 53

ﾂ 6 3 9

ﾃ 5 5

ﾄ 4 1 5

ﾅ 13 13

ﾆ 1 1

ﾇ 3 1 4

ﾈ 2 2

ﾉ

ﾊ 2 2

ﾋ 6 6

ﾌ 6 6

41 2 43

ﾍ 4 1 5

ﾎ 37 1 38

17 2 19

ﾏ 17 2 19

185 14 199

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

令和２年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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３ 労働相談 

 

 個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。 

 令和２年中に受け付けた労働相談件数は178件であった。また、個別労働関

係紛争処理月間である１０月を中心に、当委員会の初の取組みとなる委員によ

る出張労働相談会を実施した。 

 なお、労働相談は事務局職員が対応しているが、来庁しての労働相談の場合、

委員が相談員として対応することもある。 

労 使 双 計

165 13 178

経営又は人事 51 51

ｱ 22 22

ｲ 3 3

ｳ 2 2

ｴ 3 3

ｵ 16 16

　 ｶ 1 1

ｷ 4 4

28 5 33

ｸ 11 2 13

ｹ 1 1

ｺ 1 1

ｻ 1 1

ｼ 3 3

ｽ 1 1

ｾ 8 2 10

ｿ

ﾀ 2 1 3

ﾁ

48 5 53

ﾂ 6 3 9

ﾃ 5 5

ﾄ 4 1 5

ﾅ 13 13

ﾆ 1 1

ﾇ 3 1 4

ﾈ 2 2

ﾉ

ﾊ 2 2

ﾋ 6 6

ﾌ 6 6

41 2 43

ﾍ 4 1 5

ﾎ 37 1 38

17 2 19

ﾏ 17 2 19

185 14 199

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

令和２年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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№ 開催日時 場所 相談者 相談員 相談概要

1 R2.9.23 県立図書館
正社員

男性

（公）小野
（労）窪田
（使）小林

〇上司からの理不尽な取扱いや労働基準法違反と思われ
る行為への対応方法について
・労働条件が明示されない
・就業規則が周知されていない
・タイムカードがなく労働時間の管理がされていないた
め、残業代等も支給されない。

2

雇用形態
不明

男性

（公）齋藤
（労）萩原
（使）栗山

〇会社の次の行為について
・契約の一方的な打切り
・自己所有車が故障したが、他の受託者と扱いが異な
り、修理工場の紹介やあっせんがなされず差別的に扱わ
れた。

3
正社員

女性

（公）窪田
（労）杉原
（使）長坂

〇異動前までは、介護と育児のため時短勤務をしていた
が、店舗の統廃合により現職場になってから、時短勤務
を希望しても認めてもらえない。
〇既に退職を考えており、週明けに退職届を提出する予
定だが、現状を知ってもらいたく相談に来た。

4
正社員

男性

（公）窪田
（労）杉原
（使）長坂

〇勤務時間内では業務が終わらず、恒常的にサービス残
業がある。社長に訴えても「月給にすべて込みだから」
などと言われてしまう。
〇この会社では、雇用契約書もなく就業規則も見たこと
がない。
〇実際の勤務時間はメモしかないが、未払残業代を請求
することは可能か。

5
河口湖

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
BELL

パート

女性

（公）赤池
（労）宮下
（使）小俣

〇コロナの影響で休業しているが、他の従業員は復帰し
ているのに、復帰させてくれない。
〇勤続６年を超えるが、有給休暇の取得可能日数が不明
で、取得も難しい。

6 R2.10.28 県立図書館
正社員

女性

（公）堀内
（労）坪井
（使）古屋

【№３の継続相談】
〇12日に退職届を提出した。今いる従業員のためにも会
社の意識を変えたいので、どこに相談しアクションを起
こせば変えていけるのか助言してほしい。

R2.10.10

ﾗｻﾞｳｫｰｸ
甲斐双葉

委員による出張労働相談会開催状況（新規）
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第15章 労働委員会の活性化 

 

 ᮏጤဨࠊࡣ࡚࠸࠾ᑓ㛛ⓗ࡞ປ⣮தࡢゎỴᶵ㛵࡚ࡋ༑ศᶵ⬟ࢆⓎࠊࡋ

ᗈࡃ┴Ẹ⏝ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉᖹᡂ22ᖺᗘࠕࡽᒣ┴ປാጤဨάᛶࡵࡓࡢ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡁᇶ࡙ࢀࡇࠊࡋᐃ⟇ࢆࠖ⏬ィື⾜ࡢ

 

【令和２年の主な取り組み】 

１ 労働委員会制度の認知度を高める方策 

࡚࠸࠾ᴗタၟࠊࡏࢃྜ࿘▱᭶㛫ࡿಀಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮ไᗘ ۑ 

ࢿࣃࡿࡍᙧᘧ࡛⤂࣐࢞ࣥࢆປാጤဨไᗘࠊ㓄ᕸࡢၨⓎ≀ရࡸࢩࣛࢳ

ࣝᒎ♧ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ጤࠊ㞠⏝࣭ປാ≧ἣୗ࠸ࡋཝࡿࡼᙳ㡪ࡢឤᰁᣑࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥ᪂ᆺ ۑ

ဨึࠕࡿ࡞ጤဨࡿࡼฟᙇປാ┦ㄯࠖၟࢆᴗタࡸ┴❧ᅗ᭩㤋࡛

㛤ദࠋࡓࡋ㛤ദࡢ࣮ࢱࢫ࣏ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶సᡂࡸ┴ᗈሗㄅࡢᥖ㍕ࣛࠊ

࡞ࡿࡍᥖ㍕ࡶồேᗈ࿌ㄅࡸ࣮ࣃ࣮࣮࣌ࣜࣇࠊ࠼ຍᨺ㏦ࢺࢵ࣏ࢫ࢜ࢪ

 ࠋࡓࢀධࢆຊࡶ▱࿘ࡢ๓

２ 委員及び事務局職員の資質の維持・向上を図るための方策 

 ࡓࡋᐇࢆಟ◊ࡿࡼእ㒊ㅮᖌࡿࡍ㛵㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠ࡸົ⩏Ᏻ㓄៖ ۑ

ಟ終◊ࠊࡋὴ㐵ࢆጤဨィ⏬ⓗಟ◊ࡿࡍദࡀ୰ኸປാጤဨࠊ

ᚋࠊࡣཧຍࡓࡋጤဨࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡼ◊ಟࢆᐇࠊ࡞ࡿࡍጤဨ

㛫࡛ࡢሗඹ᭷ࢆᅗࠋࡓࡗ 

３ 労使紛争の未然防止のための方策 

ฟ๓ㅮᗙ࣐࣮ࢸࢆ㆑ࠖ▱ࡢປാἲ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡗ▱ࠕ࡚࠸࠾㧗ᰯ❧┴ ۑ 

 ࠋࡓࡋᐇࢆ

４ 迅速・的確な審査・調整手続きを充実させるための方策 

タࢆㄪᰝᮇ᪥ᖹ᪥ኪ㛫ࠊ࠸⾜ࢆ᪥⛬ㄪᩚ࡚ࡏࢃྜ㒔ྜࡢ⪅୧ᙜ ۑ

ᐃࠊࡾࡼࡇࡿࡍᑂᰝࡢ㎿㏿ࢆᅗࠋࡓࡗ 

５ 個別労働紛争解決への適切な対応を促進するための方策 

ᑓࡢᗇෆ┴ࠊࡵࡓࡿࡏࡉୖྥࢆᑐᛂຊࡢ⪅ປാࡿ࠼ᢪࢆㄪࣝࢱ࣓ࣥ ۑ 

㛛ᶵ㛵ពぢࠊࡶࡿࡍᛂࡓࡌ㐺ษ࡞ຓゝࢆồࡿࢀࡽࡵ㐃

ᦠయไࢆᵓ⠏ࠋࡓࡋ 
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1

㻿21～30 864 864 687 13 46 42 76

31～40 646 646 614 11 12 9 25 634 1 9 2

41～50 254 256 190 51 6 7 37 212 1 40 3

51～60 137 140 100 23 9 5 3 118 21 1

61～H7 86 87 66 14 5 1 2 77 9 1

8～14 58 59 45 7 6 10 52 7

15～24 56 56 51 3 2 3 50 6

25 7 7 7 1 7

26 2 2 2 2

27 6 8 6 2 6 2

28 1 3 1 1 1 1 1

29 9 10 6 2 1 2 6 1 1 2

30 3 5 2 1 2 2 1

R1 6 7 5 1 6 1

R2 2 3 2 1 1 1

計 2㻘137 - 1,779 131 41 68 42 76 (86) (1,172) 㻔3㻕 (97) -

（注1）　ྜ計ḍの（　）内の数Ꮠは和31年௨㝆のྜ計件数で䛒䜛䚹
（注2）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

年

⿵
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່
࿌

༊
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⩣
年
⧞
㉺

⏦
ㄳ
件
数

㈨
᱁
䛒
䜚

㈨
᱁
䛺
䛧

（資料䠍）年別・労働⤌ྜ資᱁ᑂᰝ≧ἣ

係
ᒓ
件
数

⏦ㄳ⌮⏤ ⤖ᯝ

ጤ
ဨ
᥎
⸀


当
労
働
⾜
Ⅽ

ἲ
人
Ⓩ
グ

ྲྀ
ୗ
䛢

ᡴ
ษ
䜚

த
㆟
ㄪ
ᩚ

令和2年12月31日現在

- 53 -

Ż 5´ Ż



40
ྕ

㻿21～30 21 21 6 15 5 4 1 9 2

31～40 17 18 1 15 1 2 2 2 5 6

41～50 46 48 1 29 16 2 1 4 2 27 6 4

51～60 17 20 10 7 2 3 9 3

61～H7 11 12 7 4 1 2 4 3 1

8～14 5 7 3 2 1 4

15～24 2 2 1 1 1 1

25

26 2 2 2 2

27 2

28 1 3 1 1

29 2 3 2 2

30 1 3 1 1

R1 2 3 1 1 1 1

R2 1 3 1 1

計 128 - 8 88 32 5 9 7 12 4 57 25 8 1

（注）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

係
ᒓ
件
数 1

ྕ

ಶ
人
・
⤌
ྜ

2
ྕ

ᪧ
労
ㄪ
ἲ
➨

令和2年12月31日現在

年

ಶ
人

⏦
❧
件
数

༊
分

⏦❧人

（資料䠎）年別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧≧ἣ

1
・
2
ྕ

1
・
3
ྕ

1
・
2
・
3
ྕ

2
・
3
ྕ

⤌
ྜ

⏦❧⌮⏤

労働⤌ྜἲ➨7条

1
・
2
・
䠐
ྕ

3
ྕ
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㻿21～30 21 21 1 2 1 16 1

31～40 17 18 16 2

41～50 46 48 2 6 1 27 9 3

51～60 17 20 2 3 1 11 2 1

61～H7 11 12 4 5 1 2

8～14 5 7 1 1 5

15～24 2 2 2

25

26 2 2 2

27 2 2

28 1 3 1 1 1

29 2 3 1 2

30 1 3 1 1 1

R1 2 3 1 2

R2 1 3 1 2

計 128 - 1 5 16 3 3 84 14 -

（注）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

⤊⤖≧ἣ

⧞
㉺
䛧

༊
分

⏦
❧
件
数

係
ᒓ
件
数

年

（資料䠏）年別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⤊⤖≧ἣ

令和2年12月31日現在
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和
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ྲྀ
ୗ
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㒊
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Რ
༷
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⨩
ㄳ
ồ

ᩆ
῭
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

་ ⒪ 業

ᩍ 育

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

〇
　
　
㐀
　
　
業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

計

そ の 他 〇 㐀 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

（資料䠐）年別⏘ᴗ別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧件数

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

計
年

ᘓ タ 業
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15
䫻

24

1 1

1 1 1 3

2 1 1 4

1 1 1 3

2 0 2 0 1 2 1 2 1 11

（注） ᖹᡂ15年௨㝆は᪂⏘業分㢮ᇶ‽に䜘䜛分㢮

計

そ の 他 〇 㐀 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他

㐠 ㍺ 業

ᩍ 育 、 Ꮫ ⩦ ᨭ  業

බ 務

㣧 㣗 ᗑ 、 ᐟ Ἡ 業

䝃䞊䝡䝇業、」ྜ䝃䞊䝡䝇業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

་ ⒪ 、 福 ♴

༺  業 、 ᑠ  業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

令和2年12月31日現在

計28

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

27 R2

 ሗ ㏻ ಙ 業

㟁Ẽ、䜺䝇、⇕౪給、Ỉ㐨業

R1

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

㖔 業

年

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

〇
　
　
㐀
　
　
業

༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

3026

 Ꮫ ᕤ 業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᘓ タ 業

25

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

29

- 57-

S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

་ ⒪ 業

ᩍ 育

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

㖔 業
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業
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そ の 他 〇 㐀 業
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（資料䠐）年別⏘ᴗ別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧件数

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

計
年

ᘓ タ 業
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S21 31 41 51 61 8 15
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
30 40 50 60 H7 14 24

169 155 202 126 37 12 23 1 1 1 1 1 2 731

賃金増額 26 54 53 45 7 1 2 188

一時金 2 37 49 37 12 3 5 145

諸手当 4 1 2 1 8

その他賃金関係 16 5 3 3 2 3 1 33

退職一時金、年金 35 13 7 1 2 5 1 64

解雇手当休業手当 26 2 1 29

労働時間 10 2 12

休日、休暇 1 1

స業᪉ἲのኚ᭦

ᐃ年制 1 1 2

その他労働条件 4 11 11 4 1 1 32

事業休ᗫṆ᧯▷ 6 3 1 10

企業ྜే

人ဨᩚ⌮

配置転換 2 3 1 2 8

解雇・雇Ṇ䜑 20 10 19 9 4 3 11 1 1 78

その他経営人事 1 1 3 5

福利厚生

団交ಁ㐍 4 10 43 21 2 5 8 1 1 1 96

事件༠㆟制

2 1 1 2 6

17 6 1 24

7 4 2 1 2 1 17

169 155 202 126 37 21 39 1 2 1 2 1 2 䠉

（注1） ᖹᡂ7年までは1事件についてせ䛺ㄪᩚ事㡯䜢1事㡯の䜏グ㍕䛧てい䜛䚹ᖹᡂ8年䛛らは⏦ㄳの
䛒䛳䛯全てのㄪᩚ事㡯䜢グ㍕䛧てい䜛䚹
（注2） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹
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⤌ྜᢎㄆάື

（資料䠑）年別・ㄪᩚ件⏦ㄳ≧ἣ

令和2年12月31日現在
年

25 26 27 28 R2
ㄪᩚ事㡯

29 計R130
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6䠊➨１❶　労働ጤဨ会のᴫせ
令和2年12月31日現在

S21 31 41 51 61 8 15
䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14 24

䛒䛳せ䜣に䛚䛡䜛開始 1 1

ㄪに䛚䛡䜛ྲྀୗ䛢່࿌

௰に䛚䛡䜛ྲྀୗ䛢່࿌

ྲྀୗ䛢 5 10 14 6 1 1 37

⛣⟶

13 11 13 13 5 3 3 61

3 3

22 36 56 45 9 4 11 1 1 1 1 1 188

5 5

114 91 119 62 21 6 7 1 1 422

8 3 1 12

ᐃ

1 1 2

⛣⟶

154 148 202 126 36 13 23 1 1 1 1 1 1 1 709

14 7 1 22

1 1 1 1

（注1） ୖẁ䠉䛒䛳せ䜣　　ୗẁ䠉ㄪ
（注2） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

26

ᣦ
　
ྡ
　
๓

解Ỵ

ㄪ

計

⩣年の⧞㉺䛧

ᣦ
　
ྡ
　
ᚋ

ྲྀୗ䛢

ᡴษ䜚

27 28 ྜ計

（資料䠒）年別・ㄪᩚ件⤊⤖≧ἣ

25 3029 R1 R2

終結
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

年

⏘業ู

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀

業

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他 〇 㐀 業

〇
　
　
㐀
　
　
業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

་ ⒪ 業

ᩍ 育

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

 Ꮫ ᕤ 業

（資料䠓）年別⏘ᴗ別・ㄪᩚ件⏦ㄳ件数

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務
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H15
䫻

24

1 1

1 1

5 5

5 5

3 1 1 5

1 1 1 3

6 1 1 8

2 2

23 1 1 1 1 1 2 30

（注） ᖹᡂ15年௨㝆は᪂⏘業分㢮ᇶ‽に䜘䜛分㢮

2927 28

令和2年12月31日現在

年
計30 R1 R2

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

2625

㟁Ẽ、䜺䝇、⇕౪給、Ỉ㐨業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

計

そ の 他 〇 㐀 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他

〇
　
　
㐀
　
　
業

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

 ሗ ㏻ ಙ 業

㐠 ㍺ 業 ・ 㒑 ౽ 業

බ 務

༺  業 、 ᑠ  業

䝃䞊䝡䝇業、」ྜ䝃䞊䝡䝇業

㖔 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

㣧 㣗 ᗑ 、 ᐟ Ἡ 業

་ ⒪ 、 福 ♴

ᘓ タ 業

ᩍ 育 、 Ꮫ ⩦ ᨭ  業
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

年

⏘業ู

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀

業

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他 〇 㐀 業

〇
　
　
㐀
　
　
業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

་ ⒪ 業

ᩍ 育

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

 Ꮫ ᕤ 業

（資料䠓）年別⏘ᴗ別・ㄪᩚ件⏦ㄳ件数

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務
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年 13
～

༊分 17

3 2 1 1 1 4 7 4 1 5 9 3 1 4 3 2 51

3 2 2 1 1 4 7 4 3 5 10 3 1 4 4 3 -

解Ỵ 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 21

ྲྀୗ䛢 1 1 2 1 2 1 1 9

ᡴษ䜚 2 3 3 1 1 7 1 18

開始 1 1 1 3

ᘓタ業 1 1 1 1 1 5

ᐟἩ業 1 1

ᑓ㛛䝃䞊䝡䝇業 1 1 1 1 2 1 7

㎰業䠈ᯘ業 1 1

」ྜ䝃䞊䝡䝇業 1 2 5 1 9

㐨㊰᪑ᐈ㐠㏦業 1 1

༺業䠈ᑠ業 1 1 1 1 1 1 6

་⒪䠈福♴ 1 1 1 1 1 1 6

〇㐀業 1 2 1 1 1 1 1 8

その他 1 2 3 2 8

賃金 1 1 1 4 1 7 2 17

一時金・退職金 2 2 1 2 1 8

解雇、雇Ṇ䜑 2 1 1 1 1 3 1 2 6 1 19

配置転換 1 1 1 1 4

その他 1 2 5 4 4 2 3 1 2 1 3 3 2 33

（注） 1事件につき」数の䛒䛳せ䜣事㡯が䛒䜛場ྜが䛒䜛䚹

R2R129272519 20 262221 24

䛒

っ
せ
䜣
事
㡯

᪂つ⏦ㄳ

係ᒓ件数

処
⌮
≧
ἣ

18

⏘
　
　
業
　
　
ู

30

（資料䠔）年別・ಶ別䛒䛳䛫䜣件⏦ㄳ・⤊⤖≧ἣ

令和2年12月31日現在

ྜ計23 28

- 62 -

Ż ·³ Ż



令和２年１２月３１日現在

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

65 144 127 137 117 82 105 108 206 197 178

16 48 54 36 33 21 39 38 70 53 51

ｱ 7 27 35 20 19 6 12 15 23 14 22

ｲ 0 4 2 1 3 1 3 5 3 3 3

ｳ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2

ｴ 3 4 4 1 0 0 2 2 1 4 3

ｵ 5 11 12 9 8 10 20 10 29 26 16

　 ｶ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

ｷ 0 2 0 5 3 4 1 6 13 4 4

19 59 30 48 34 34 41 17 42 40 33

ｸ 6 27 20 37 23 14 18 9 22 11 13

ｹ 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1

ｺ 4 7 1 4 1 4 7 3 6 8 1

ｻ 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1

ｼ 4 6 5 5 5 2 4 1 5 6 3

ｽ 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1

ｾ 0 2 0 0 0 0 5 1 1 3 10

ｿ 0 4 1 0 0 4 1 2 3 0 0

ﾀ 2 10 0 0 3 7 4 0 3 10 3

ﾁ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

19 27 35 44 30 19 20 40 55 62 53

ﾂ 3 8 7 11 8 7 2 5 3 12 9

ﾃ 2 6 2 10 4 3 3 5 12 11 5

ﾄ 3 1 2 3 1 3 2 5 4 4 5

ﾅ 3 3 7 6 4 2 2 7 13 11 13

ﾆ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

ﾇ 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 4

ﾈ 2 1 2 0 2 1 2 1 0 5 2

ﾉ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ﾊ 1 1 6 5 4 1 2 4 7 4 2

ﾋ 2 4 7 4 7 0 4 6 7 12 6

ﾌ 0 2 0 3 0 1 2 7 5 1 6

11 13 20 19 22 9 15 16 40 48 43

ﾍ 0 1 4 2 4 0 0 0 4 5 5

ﾎ 11 12 16 17 18 9 15 16 36 43 38

16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19

ﾏ 16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19

81 171 158 162 133 101 130 127 234 229 199

（注） H22については、相談開始年につき、9月～12月までの集計

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等（団体交渉等）

職場の人間関係

セクハラ

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

時間外労働

安全・衛生

休業手当

諸手当

その他賃金

年金（企業年金・厚生年金等）

労働条件等

労働契約

賃金未払

賃金増額

賃金減額

一時金

退職一時金

解雇手当

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

　（資料９）年別・労働相談取扱件数

実　件　数

経営又は人事

解雇

配置転換、出向・転籍

相談内容
年
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